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令和４年第１回足寄町議会定例会議事録（第２号） 

令和４年３月１５日（火曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

  １番 多治見 亮 一 君   ２番 高 道 洋 子 君 

  ３番 進 藤 晴 子 君   ４番 榊 原 深 雪 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 熊 澤 芳 潔 君 

   ７番 髙 橋 健 一 君   ８番 川 上 修 一 君 

   ９番 髙 橋 秀 樹 君  １０番 二 川   靖 君 

  １１番 木 村 明 雄 君  １２番 井 脇 昌 美 君 

  １３番 吉 田 敏 男 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   藤 代 和 昭 君 

足寄町農業委員会会長              齋 藤 陽 敬 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   松 野   孝 君 

福  祉  課  長   保 多 紀 江 君 

住  民  課  長   佐々木 雅 宏 君 

経  済  課  長   加 藤 勝 廣 君 

建  設  課  長   増 田   徹 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   伊 藤 啓 二 君 

消 防 課 長              大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  決議案第１号       ロシアによるウクライナ侵攻を非難し恒久平和を求める決

議＜Ｐ３～Ｐ４＞ 

 日程第 ２  報告第２号       総務産業常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ４＞ 

 日程第 ３  報告第３号       文教厚生常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ４＞ 

 日程第 ４  一般質問＜Ｐ４～Ｐ３６＞ 
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午前１０時００分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはよう

ございます。 

 全員の出席でございます。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

３月１１日に開催されました、第１回定例

会に伴う議会運営委員会の協議の結果を報

告します。 

 本日３月１５日は、最初に、決議案第１

号について審議を行います。 

 次に、総務産業常任委員会、文教厚生常

任委員会から所管事務調査の報告を行いま

す。 

 次に、一般質問を行います。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

 なお、本会議終了後、議場において全員

協議会を行いますのでよろしくお願いいた

します。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 決議案第１号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 決議案

第１号ロシアによるウクライナ侵攻を非難

し恒久平和を求める決議の件を議題といた

します。 

 本件について、議会運営委員会委員長か

ら提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

ただいま議題となりました、決議案第１号

について、提案理由の御説明を申し上げま

す。 

 本決議案は、２月２４日にロシアがウク

ライナに侵攻し、今現在も多くの人々が犠

牲となっている中で、足寄町議会としても

戦争反対の意を明確にして、国際社会の平

和と秩序を破壊する行為を非難し、世界の

恒久平和を求めるものです。 

 朗読して提案させていただきます。 

 ロシアによるウクライナ侵攻を非難し恒

久平和を求める決議。 

 ロシアは２月２４日、ウクライナへ軍事

侵攻を開始した。主権国家であるウクライ

ナへの侵攻は武力行使を禁止する国際法の

深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反

である。 

 こうした力による一方的な行為は、国際

社会の平和と秩序を破壊するものであり、

北方領土を有しロシアと国境を隣接する北

海道の自治体である足寄町としても看過し

得ない事態である。 

 また、プーチン大統領は核兵器の使用を

ほのめかし、チェルノブイリを含むウクラ

イナ国内にある原子力発電所を武力制圧す

るなど、大量殺りくと放射能汚染を辞さな

い言動は断じて容認できない。 

 足寄町議会は、ロシアのこれら一連の行

為を強く非難するとともに、一刻も早いロ

シア軍の攻撃停止とウクライナ撤退を求

め、国際秩序の回復と世界の恒久平和実現

を強く求めるものである。 

 以上、決議する。 

 令和４年３月１５日、足寄町議会。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 
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 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、決議案第１号ロシアによるウ

クライナ侵攻を非難し恒久平和を求める決

議の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、決議案第１号ロシアによる

ウクライナ侵攻を非難し恒久平和を求める

決議の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎ 報告第２号 

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 報告第

２号総務産業常任委員会所管事務調査報告

についての件を議題といたします。 

 これも別紙配付のとおりです。 

 ただいまの報告に対し、質疑を行いま

す。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで報告を終わります。 

 

◎ 報告第３号 

○議長（吉田敏男君） 日程第３ 報告第

３号文教厚生常任委員会所管事務調査報告

についての件を議題といたします。 

 これも別紙配付のとおりです。 

 ただいまの報告に対し、質疑を行いま

す。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで報告を終わります。 

 

◎ 一般質問 

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 一般質

問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ８番川上修一君。 

（８番川上修一君 登壇） 

○８番（川上修一君） 議長のお許しを頂

きましたので、通告書に従いまして一般質

問を行います。 

 件名は、畜産の振興について。 

 新型コロナウイルス感染症の影響による

需要減で、学校給食が休みになる年度末に

生乳廃棄のおそれが強まっています。加え

て、飼料・燃料等の費用が高騰し、酪農は

極めて厳しい状況に置かれています。 

 中山間地が多い足寄町農業において、酪

農は特に重要な役割を担っており、今まで

以上にしっかり振興を図っていく必要があ

ると考えます。 

 そこで、以下の点について質問します。 

 １、足寄町酪農の実態は１０年前と比

べ、どうなっているのか。（戸数・総飼養

頭数・総乳量・一戸当たりの飼養頭数や草

地面積） 

 ２、生乳の消費拡大について、町は対策

を講じる予定があるか。 

 ３、今まで行ってきた振興策（担い手対

策・畜産振興資金・大規模草地育成牧場な

ど）の効果検証と今後の取組について。 

 以上であります。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 川上議員の畜産の

振興についての一般質問にお答えいたしま

す。 

 １点目の足寄町酪農の実態は１０年前と

比べ、どうなっているのかについてです

が、平成２２年と令和２年の比較となりま

すが、平成２２年足寄町の酪農家戸数は９

５戸、総飼養頭数は９,０８４頭、総乳量は
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４万５,６０１トン、一戸当たりの飼養頭数

は約９６頭、一戸当たりの草地面積は約４

９ヘクタールとなり、令和２年の酪農家戸

数は８１戸、総飼養頭数は８,７７０頭、総

乳量は４万３,２７８トン、一戸当たりの飼

養頭数は約１０８頭、一戸当たりの草地面

積は約５８ヘクタールとなっております。 

 ２点目の生乳の消費拡大について、町は

対策を講じる予定があるかとの質問です

が、現在、農協とどういった対策がより効

果的であるかなど協議をしている最中であ

り、本年４月以降に生乳の消費拡大に向け

た酪農振興の支援を農協と連携して行う予

定でございます。 

 ３点目の今まで行ってきた振興策の効果

検証と今後の取組についてですが、担い手

対策については、農業後継者に対する足寄

町農業後継者就農育成資金、通称、いきい

き農業夢資金では、平成１１年度以降５８

名の農業経営を継承する農家子弟に、高度

な知識や技術を取得し経営能力の向上を図

るための資金を貸付けしており、地域農業

の中核的な担い手として、農業の発展に資

することを目的に農業用機械、資材等を導

入し、作業の効率化、経営の安定化が図ら

れてきたものと考えております。 

 近年、後継者不足から貸付けは減少して

きておりますが、今後も継続してまいりま

す。 

 次に、新規就農者支援でありますが、新

規就農者対策については、平成１３年度以

降これまで２１組が新規に就農され、令和

５年１月にはさらに５名の就農を予定して

おり、高齢化による農家戸数の減少が続く

中、地域の活性化の一翼を担っており、今

後においても継続して国の支援策等も活用

しながら進めてまいります。 

 畜産振興資金につきましては、町内畜産

農家の経営の安定と向上に資するため、優

良家畜の導入や規模拡大及び新規就農にお

ける優良牛の導入、さらに家畜伝染病発生

による防疫対策に係る施設整備や経営の回

復を図るための家畜導入の支援などを行っ

ており、平成２９年度には３,０００万円か

ら１億円に増額し、近年の多様化する畜産

情勢の変化に対応するために支援の拡大を

含めた経営安定と向上が図られており、町

内畜産振興において一定以上の効果があっ

たものと考え、今後も継続して実施する予

定です。 

 次に大規模草地育成牧場についてです

が、平成１８年から指定管理者として農協

が大規模草地育成牧場の管理運営を行って

おりますが、受託家畜頭数も年々増加し、

放牧期及び冬期舎飼い期においても計画を

上回る実績となっており、農業者の負担軽

減につながっているところと考えています

が、一方で施設の老朽化による管理の難し

さもあり、農協からは施設の更新等の要望

も受けていることから、道営事業の新規採

択に向け、北海道と協議を進めているとこ

ろでございます。 

 今後におきましても、畜産振興だけでな

く農業者への支援等につきまして、農協と

一層の連携を図ってまいります。 

 以上、川上議員の一般質問に対する答弁

とさせていただきますので、御理解賜りま

すようお願いを申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） 町長。 

○町長（渡辺俊一君） 大変申し訳ありま

せん。 

 今の答弁の中で、新規就農者、令和５年

１月にさらに５名ということでお話しさせ

ていただきましたけれども、３名の間違い

でございます。大変申し訳ございません。

訂正させていただきます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（吉田敏男君）  再質問を許しま

す。 

 ８番。 

○８番（川上修一君） まず、１点目の質

問の酪農の実態についてでございます。 

 １０年前と比べて戸数で１４戸減った

と。それで、１戸当たりの飼養頭数はやっ
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ぱり１０頭以上増えてますね、これね。そ

して、草地面積も１０町以上増えていると

いうことで、やはり少なからず離農され

た、そしてそれを地域の酪農家が吸収して

規模拡大が進んでいるのだろうなと。規模

拡大が進むということは、機械が大きく

なって効率はよくなったとはいえ、やはり

畜産農家１戸当たりの仕事の量というのは

少なからず増えているのではないのかなと

推察しているところであります。 

 それで、戸数も含めた実態については把

握したのですけれども、最近、私一般質問

の冒頭で述べましたように、非常に酪農の

置かれている状況が厳しいと。その厳しい

状況について、町としては具体的にどのよ

うに厳しさを受け止めているといいます

か、そういったことを、把握していること

をお聞きしたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 今、川上議員から

もお話ございましたけれども、酪農の厳し

さというところでございますけれども、こ

れまでは比較的酪農はいいというように言

われておりましたけれども、乳量が少しで

も拡大しながら搾ってきているという状況

で、これまでは比較的酪農は堅調だなとい

うふうに思っていたところであります。し

かし、ここに来て、先ほどのお話ありまし

たように、生乳の、何というのかな、需要

と供給のバランスだとか、そういったもの

などもあったり、それからここに来て、燃

料の高騰ですとか、それから飼料が高く

なってきているですとか、そういう厳しさ

がどんどん出てきているという状況であり

ます。 

 先ほど決議などもされていますけれど

も、こうした戦争だとかというのが起きる

ことによって、さらにこの厳しさというの

は増してくるものだろうというふうに思っ

ています。ですから、それぞれ飼料が高く

なってきている。それから、燃料等、原油

等の価格もどんどんこれからもしかしたら

高くなってくるかもしれない。そういった

ことが、これからもさらに起きてくる可能

性が十分にあるのではないかというように

考えているところでありまして、言われて

いるように、酪農に限らないのかもしれま

せん。全般的な、作業全般にも言えること

なのかもしれませんけれども、厳しさはさ

らに増してくる可能性はあるのかなという

ように思っているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） 何でそんな分かっ

ているようなことを聞くのかと思われてい

るのかもしれないのですけれども、実は私

も全く町長のおっしゃったとおり思ってお

りまして、２月に農民同盟で確定申告のお

手伝いをしているのですよね。私も今まで

の相談員をやっていたという経緯から、今

年も何軒かお手伝いさせてもらった。その

場所で、酪農家さんがお見えになったとき

に、牛乳余って大変だと聞いているのです

けれども、実態どうなのという感じでお聞

きすると、私が思っていた以上に経営を取

り巻く環境が厳しい。町長が今おっしゃっ

たように、経費が上がっているというのも

あるのですけれども、牛乳がまず搾れない

というのが一番の要点なのであります。 

 普通、今まで牛乳は北海道にホクレンが

ありまして、組合長などで酪対という組織

をつくっているのですけれども、生産目標

というのを決定しておりまして、今までは

ずっと年３％増ぐらいの生産目標設定して

伸びてきました。順調に伸びてきたのです

けれども、町長おっしゃったように、コロ

ナの影響等々で需給バランスが崩れたと。

それで、令和３年においては、生乳が余っ

た部分を加工して、メーカーに加工しても

らって、何とか生乳廃棄しないようにやっ

てきたのですけれども、その乳製品の加工

も在庫がもういっぱいいっぱいになってし

まって、もうお菓子や何かも売れないです

から、やっぱり脱脂粉乳とかバターとか消
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費されていきませんよね。そういったこと

で、今年度に限っては、その生産目標とい

うかは１％増。この１％というのはこれ新

規就農者枠なのだそうであります。要する

に、今まで搾っていた酪農家さんは、前年

度並みまでしか搾れないわけではないので

すけれども、抑えてください、搾らないよ

うに協力してくださいということになって

いるそうであります。 

 そんなことで、その経費が上がって所得

が減った分を牛乳搾ってカバーすることが

できない。よって、ちょっと本当にびっく

りしたのですけれども、私が見ている中

で、しっかりした考えをお持ちで経営状態

も堅実なのだろうなと。人の経営の中身は

全部は分からないのですけれども、それで

も確定申告のお手伝いしてやってますので

何となく分かるのですね。そういった方で

も、実は営農計画が成り立たないのだと。

正直びっくりしました。まさかね、あなた

が成り立たないわけないでしょうといった

ら、いやいやそんなことないのだと。それ

でびっくりしたものですから、今回この畜

産の振興、主に酪農なのですけれども、こ

れを一般質問してみようと、そういうこと

に私思ったわけなのですけれども、そのぐ

らい厳しいのだと。それで、その後も何軒

かいらっしゃったのですけれども、やっぱ

りお聞きすると、営農計画、単年度です

よ、単年度では成り立たないのだと。その

ぐらいひどい厳しい状況であります。その

ことを、私としては議場にいる町長はじめ

議員さんにも御理解していただきたくて、

今のような質問をさせていただきました。 

 それで、次の２番目の再質問に移ってい

きたいのですけれども、それだけ厳しい状

況だから、やはり生乳の消費拡大、これは

当然足寄町も基幹産業でありますから、取

り組んでいただけるものと私は思っており

ました。御答弁にも、農協と今協議中であ

ると。４月でしたか、何と書いてあったか

な、４月以降という表現で消費拡大に向け

て取り組みたいということなのであります

けれども、私からしますと、今の状況を考

えると、これでは遅いのではないかと思う

のですよ。３月の春休み中、給食で牛乳が

使われないから廃棄のおそれがあるのです

よと、もう再三新聞ですとかニュースなど

で流れていると思うのです。それで、厳し

い言い方になりますけれども、ほかの町村

はもう既に取り組んでいると、このこと

は。ちょっと足寄町としては、私は取組が

遅いのではないかなと、残念だなという思

いをしております。 

 今の御答弁の中では検討中とあるのです

けれども、早急に農協と協議しながら何と

か少しでも早いように、春休み中に対策を

打つということは不可能なのでしょうか

ね。その点、お聞きしたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） この牛乳の消費拡

大、そして年末年始にも生乳のもしかする

と廃棄があるかもしれないですとか、そん

なこともございましたし、その時点でも３

月４月、春休みになったときに、学校給食

がなくなったときにまた生乳がもしかする

と余るかもしれない、廃棄だとかというこ

とが起きるかもしれないというようなお話

もずっと、きっと皆さん新聞だとかテレビ

だとか、そういったものでも御承知のこと

かなというように思っております。私もそ

のことは十分承知をしているところであり

ます。 

 そういったことで、年末にも農協と相談

しながら、牛乳の消費拡大をどうするのか

ということでいろいろ協議をさせていただ

いて、時間のない中、最終的には年末年始

のところで農協さんが独自に取り組みます

よというお話になりました。 

 ３月４月もやはりそういう報道等もあり

ましたし、もしかすると生乳が余って廃棄

だとかということもあるかもしれないとい

うような、そういう報道もありましたの

で、そのあたりについてもどうなのかな
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と。本当に町として、そういうことを取り

組まなくても大丈夫なのかなというように

考えてはいたところであります。 

 ただ、このことについては、やはり生産

者の団体である農協さんともやっぱり連携

を取りながら、町だけということではなく

て農協さんとも連携を取りながらやらなけ

ればいけないことなのだなというように

思っておりましたので、そのあたりについ

ても協議を進めながら今回に至ったところ

であります。 

 この３月４月、どうなのかというような

ところもありますけれども、農協さんとも

相談しながら、取りあえず４月以降の中で

の取組としようということでお話をさせて

いただいているところでありまして、協議

については年末からこの牛乳の関係につい

ては協議を進めているところでありまし

て、これから協議を進めるとかという話で

はなく、協議を進めてきている中で４月以

降という結論になったということでござい

ます。御理解いただければというように思

います。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） 協議はしていると

いうことなのだそうなのですけれども、や

はりせっかく対策を打つのであれば、これ

は効果のある対策を打つべきだと私は思う

のですね。それにはまず一つはやっぱり、

くどいようですけれども、スピード感であ

ります。４月以降といっても、４月の頭に

やるのか、４月の末にやるのかでは随分私

はイメージ的に違うのではないかなと、町

長、私思うのですね。 

 それで、農協と協議中ということなので

すけれども、はっきり決まっていないので

しょうけれども、協議中の内容等について

お聞きするというのは、これは御法度にな

るのですかね。まだ決まってないのですか

ら、どうなのでしょうかね。聞いてもいい

のでしょうかね。では、お聞きします。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 農協との協議

の中身なのですけれども、農協との協議の

中ではちょっと３月についてはちょっと実

施しないということで協議されておりまし

て、４月以降ですけれども、４月５月と６

月と、生乳の量が伸びる時期になりますの

で、そのときに対策を打つのか、もしくは

生産抑制がすぐに終わるということではな

いと考えていますので、そうなったときに

やはりまた長期の休みであれば、夏休みが

あったり冬休みがあったりということがご

ざいますので、そのところを考えてどこに

実施するべきかというのを今後協議してい

こうということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） 課長の答弁を聞く

と、それもあるのかなと私はちょっと意志

が弱いのか思ってしまうのですけれども、

でも酪農家さんの気持ちを考えると、やは

り一日でも早いうちに足寄町、それから農

協と一緒になって、生乳の消費拡大対策を

打つのだよ、これをやるのだよということ

が新聞ですとかに載るということが、私大

切なのではないのかなと。それで、何とい

うのですかね、その辺をこれから協議する

のですけれども、何とか頑張ってもらっ

て、４月せめて頭ぐらいまで行くという心

構えはだめですかね、町長。 

 何かうまく聞けないのですけれども、例

えばです、今会期中に追加提案をしていた

だくとか。それは農協と協議するから難し

いのであれば、専決処分とかいう手を取っ

て、私この生乳の消費拡大については議会

議員さんの御理解も頂けるのでないかなと

思っているものですからね。何とか少しで

も早く、そして町民にメリットのあるよう

な方法で取り組んでいただけないかと思う

のですけれども、その時期については、町

長、いかがでしょうかね。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 
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○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。 

 本当に時期をということで、時期のこと

でいけば、やはり私は２月の臨時会か何か

のときにやはり補正をして、その中で年度

中に実施をするのがやっぱり一番いいのか

なというように思ってはいたところであり

ますが、年度中にやるためには、やっぱり

予算も必要ですし、それから一定程度の期

間も、実際に牛乳の消費拡大をやるという

ことで、牛乳をそのものを配るのか、もし

くは牛乳券を配るのかだとか、いろいろな

方法あると思うのですけれども、やるにし

ても一定程度、これから例えば３月議会で

追加議案でということで追加で補正をお願

いをしてということになりますと、議会の

最後が３月２２日でありますから、そうす

るとそれ以降やるということになります

と、期間的には非常に短くて、その中で牛

乳の消費拡大の部分をできれば全町的にや

りたいなと思えば、なかなか厳しい状況な

のかなというように思っています。という

ことで、年度内はかなり厳しいのかなとい

うように思っています。 

 ４月以降ということになりますと、４月

以降ですと、先ほど経済課長のほうからも

話ありましたように、いつがいいのかな

と。ちょうど４月の始め１週間ぐらいは春

休みですから、学校のない、給食のない期

間であります。その期間の中で消費を拡大

するのかというと、これまたなかなか時間

的には厳しいかなというように思っており

ます。 

 そういうことを考えますと、長期的に少

し考えながら、今後もコロナがどうなって

いくか分かりませんし、その後の需要とい

うのはどうなっていくかは分かりませんけ

れども、例えば先ほど話あったように、夏

休みですとか冬休みですとか、また今後先

を見ながらやっていくという、そういった

方法もあるのかなというように思っている

ところであります。 

 現状として、今すぐというのはやはり、

この年度末ぎりぎりになってというところ

では、その実施というのはなかなか難しい

のかなというように考えているところであ

ります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） あんまりしつこく

言ってウクライナみたいになっても困りま

すのであれなのですけれども、でも私とし

てはやっぱり夏休みまで延ばしてしまう

と、本当に焦点がぼやけて、消費拡大とい

うことに主眼を置けばそれもあるのかもし

れないけれども、そこまで後ろに行ってし

まうと、本当にどうなのかなと。もうクエ

スチョンマークがついてしまうのですね。 

 ３月に厳しいのだということは、何回か

今やり取りをしましたので、私も理解する

のですけれども、可能な限りこれは協議を

早く進めていただいて、早く議会に提案し

ていただいて、取り組んでいただきたい。 

 そして、せっかく取り組むのであれば、

町民の理解の得られる方法、農協ともうま

く協議をしていただいて、そしてなおかつ

私は、これは私の個人的意見なのですけれ

ども、牛乳券あたりが一番妥当になるのか

なと。牛乳券ですよ、無料券といいます

か。そういった券を全世帯にお配りして、

牛乳を消費していただく。そしてなおか

つ、プレミアム商品券みたいにやっぱり町

内の業者さんだけで使えるのですよという

ように明記していただいて、そうすれば、

これから４月になると物価も上がるとかテ

レビで報道されていますけれども、町民の

方の家計の助けにもなりますし、町内のお

店の方の少しでも売上げの貢献につながる

のではないかと思いますので、その点含め

て農協と協議をしていっていただきたい。

時期については、くどいようですけれど

も、なるだけ早くお願いをしたいなと思い

ます。町長、その点どうでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 
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○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。 

 川上議員の言われるとおり、やはり時期

というのはやっぱり、ここでやらなければ

だめだよという時期というのはやっぱりあ

るのだと思うのですよね。町が予算も出し

てやるよというのはやはりそれなりの時期

というのはやっぱり、ここが必要だからと

いうところでやるのだろうというように

思ってはいるのです。そういった意味で、

ちょっと時期を３月４月だとかという、例

えば１２月１月、３月４月、そういった部

分でいくと、やはりそういう時期本当に大

変だよというような、１２月の部分では回

避されましたけれども、生乳がもしかした

ら廃棄されるかもしれないというような、

そういう時期だからこそやっぱり町として

支援するのだよという、そういった部分と

いうのはやはりあるのかなというように

思っておりますので、川上議員のおっしゃ

るようなその時期という、なるべく早くと

いうのは理解はしているつもりでありま

す。 

 ただ、実態として、ではいつやるのかと

いうことになると、先ほども言いましたよ

うに、３月４月といっても本当に期間のな

い中でなかなか牛乳券を配付がきちんと全

町民に、例えば方法はいろいろありますけ

れども、できるのかなというところもあり

ますし、それから、ではそこで牛乳券を町

民の人たちがもらって、そうしたらすぐに

その消費のところに向かっていくのかとい

うところもあるのかなと思っています。 

 結局、券もらってまた時期が実際に使う

ときはずれてくるとなると、実際に牛乳の

生乳が余ってというような時期とちょっと

ずれてくる可能性もあるのかなというよう

に思っているところでありまして、やり方

としてはやっぱりいろいろなやり方考えな

ければならないのかなと思っているところ

であります。 

 ですから、当然町だけでやるのではなく

て、やっぱり農協さんとも一緒にやりま

しょうということで考えておりますので、

十分に協議をしながら進めていきたいなと

考えているところであります。 

 ちょっと川上議員さんのおっしゃられる

ような時期にできるかどうかというのは、

ちょっと今段階では分かりませんけれど

も、なるだけ言われているように必要な時

期にやっぱりきちんとした支援だとか、消

費拡大だとか、そういったことができれば

いいなと考えているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） この消費拡大運動

の目的というのは、私２つあると思ってい

るのです。 

 一つはやはり牛乳を町内で消費していた

だいて、そのことによって一つの町では小

さい消費なのかもしれないけれども、北海

道の市町村が少しずつ消費をしようと取り

組むことによって、全体では大きな消費に

つながるのではないかと、私そう認識して

います。そういう消費拡大ということだけ

に捉えると、町長の今おっしゃる答弁の一

体いつが効果的だということも理解できる

のですけれども、私はもう一点、これ厳し

い環境にある酪農家に対するメッセージで

すよ。苦しいけれども頑張ってくださいと

いうメッセージ、これ私早く発信するべき

だと思う。夏休みまで待ってて、その頃に

なって牛乳券配りましたといって、酪農家

にしたら、「はあ」ですよ、これ。今なの

です、今。今ほかの町村も取り組んでい

る、足寄町の基幹産業、酪農だからやりま

す、そして農協と一緒になってやるという

ことが私また大事だと思うのです。これは

行政だけでやることでないと思います。む

しろ農協のほうから率先して行政に働きか

けて、こうやってやりたいから行政一緒に

頼むぞと、これが私正しい手順でないかな

と思っているのであります。 

 そのことは、今協議中でありますから置
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いておきまして、くどいようですけれど

も、そういった気持ちをぜひ表すために

も、なるだけ早い時期の実施を望みます。

何回もやり取りしましたので、この点につ

いては、質問についてはこれで終了といた

します。 

 それでは、３番目の点について再質問を

させていただきます。 

 今まで行ってきた振興策の効果、検証と

今後の取組ということで、まず担い手の関

係で、対策について答弁いただきました。

後継者育成資金、いきいき夢資金というこ

とで平成１１年度以降、実に５８名の方に

利用していただいたと。非常に効果があっ

たなと私も思っているし、正直言って我が

家も後継者使わせていただきました。本当

に助かりました。 

 今後も継続してまいるということで、こ

の後継者資金については１年ぐらい前か、

農業の振興で私触れたのですけれども、金

額増額していただけないかと。そうした

ら、そのときの経済課長の答弁が、農協も

原資を出しているので農協と相談しなが

ら、町単独ではできないということで、結

論を言いますと金額が変わらないので、な

かなかうまくいかなかったのかなというふ

うに認識しております。ただ、本当にこの

資金、いい資金だと思いますので、これか

らも継続をしていただきたい。 

 次に、新規就農の関係でありますけれど

も、これまで２１組就農されて３組が待機

中ということで、これはやっぱり本当に私

すごい効果が出ているなと感じておりま

す。 

 やっぱり放牧酪農を推進しているという

ことがこの効果につながっているのかな

と、私実は思っているのですけれども、こ

の新規就農者のうち放牧酪農されている方

というのは何戸ぐらいいらっしゃいます

か。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） ２１組就農さ

れて、放牧酪農は１９戸、畑作が１戸と、

あと施設型が１戸入っていますので、そう

いうふうな形になります。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） 私も見ていて、放

牧酪農の方は施設も家も全部引き受けてく

れるのですよね。これはありがたいなと

思って、見ております。ただ、中に入って

いる出し手という表現は、何というのか

な、要するに譲り渡すほうと、それから譲

り受けるほう、これはもう本当にどちらも

人生において大きな事業になりますよね。

その中に入って仲裁、仲人役というので

しょうか、そうやってやっている方、本当

に御苦労されているのだろうなと想像しま

す。何せお金が絡むことですしね。それ

で、そうやって頑張っている担当の方に敬

意を表しますし、これからも継続して新規

就農対策を進めていっていただきたいなと

思います。 

 地区を見ますと、芽登地区、それから大

誉地地区は新規就農の方入ってきて、それ

によって地域の子供さんも増えて学校です

とか、地域の活気につながっていてうらや

ましいなと、実は私思っております。とこ

ろが、反面私の住んでいる既存農家という

表現がいいのかどうか分からないのですけ

れども、そこは新規就農の人が入ってこれ

ないというか、来ないというか。そして、

現在酪農されている方も規模は中程度で、

経営も堅実にされているのですけれども、

本人に話聞くと、もう酪農は自分の代で終

わりでいいのだと。男の子いるのですけれ

ども、何でと聞くと、施設、牛舎ですか、

それを建てるとなるともう黙って１億円か

かってしまうと。１施設だけでね。それに

牛を入れるとなると、もうとんでもない投

資になるのだと。今ある牛舎が使えるうち

搾って、聞いたら５０代のばりばりの方、

三、四人に聞いたのですけれども、皆さん

息子が継ぎたいということになれば考える
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けれども、自分からとは思わないのだと、

こういうことなのであります。それを考え

ますと、もう１５年、２０年後、恐らく年

金もらえるような、その方が年金もらえる

ような年になったら、本当にやめてしまう

のかなと考えたら、とんでもない土地がぼ

んと地域に出てくるのですよ。これはもう

残った者ではクリアしきれないなと、

ちょっと私心配するわけなのです。 

 そこで、そのときその酪農家の話聞いた

ときに、親元後継者いう表現がいいかどう

か置いておいて、既存の農家ですよね。そ

この後継者が事業を継承するときに、何か

いい支援策してもらえないかなみたいな感

じで、要望されたのですけれども、私の頭

としてはさっきから話している、いきいき

夢資金ぐらいしか思い当たらなくて、今の

ところはこういうことなのだけれどもなと

いうことなのですよ。 

 そういった新たな支援策というのです

か、そういったことについては今後考えて

いく気持ちがおありかどうか、お聞きをい

たします。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 新規就農者の

方というのはやはりゼロからスタートとい

うことで、資金もないということで、いろ

いろな国からの支援とかもあったりするの

ですけれども、既存の後継者がそのまま家

に入るということであれば、その財産が全

て引き継げられるということで、投資なく

してそのまま経営ができるという形になろ

うかと思います。そういったことを考えれ

ば、やっぱりちょっとなかなか今後の支援

というのは難しいところがあるのかなと思

いますし、ただ酪農家の方で後継者の方が

入ってきて、規模拡大をしたいよとか、施

設を新しくしたいということであれば、畜

産クラスター事業とかということもありま

すから、そちらの事業を活用していただい

て、その施設を新しくしていただくとかと

いうことを考えていただければなと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） この関係について

は、一般質問の一番最後にちょっと私の提

案も含めて、今は親元後継者に限って質問

したのですから、課長のおっしゃるとおり

だと思うのですけれども、私は親元後継者

とか新規就農に限らず、施設の更新という

のはきっと恐らく大きな負担になっていく

のだろうと思っております。そのことも含

めて、新たな振興策が取れないかどうか、

一番最後にまた再質問させていただきます

ので、次の質問に移らさせていただきま

す。 

 次は、畜産振興資金についてでありま

す。 

 今まで、平成２９年度は３,０００万円か

ら１億円に増額して支援をしていったとい

うことで、非常に一定以上の効果があった

ということだと思うのですけれども、今ま

では増棟志向、経営拡大志向というのがあ

りまして、それにこの畜産振興資金という

のは非常にマッチングしている、マッチし

ていたということであります。 

 それで、この畜産振興資金、これから補

正予算でも出てくるのですけれども、令和

３年度は残念ながら半分ぐらいしか利用さ

れなかったという状態であります。せっか

く町がこれだけの予算措置を講じているの

に、使っていただけないのは残念だなと私

思います。 

 それで、この畜産振興資金、大ざっぱに

は私も理解しているのですけれども、使用

する基準というのでしょうか、資金の中身

についてちょっとお尋ねをいたします。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 使用する中身

なのですけれども、家畜改良に係る優良繁

殖雌牛の導入ですとか、あと規模拡大に係

る優良牛、優良家畜の導入、あと新規就農

者の方に対する牛の導入ですとか、あとは
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優良肉牛の自家保留に係る部分についても

実は支援しております。 

 それと、家畜伝染病防疫に係る施設を造

るだとか、そういった形にも支援させてい

ただいておりますし、あとは法定伝染病に

かかった家畜が淘汰されるということにな

ると、国から手当金は出るのですけれど

も、何か月かかかって出てくるものですか

ら、その間牛を導入するのに使っていただ

くとか、そういうことの内容になっており

ます。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） 牛の導入に関する

ことが大きく占めているのかなと理解した

わけなのですけれども、先ほどからお話し

しているとおり、牛の増頭というのは今非

常に難しい。今ある畜産振興資金の使い道

としては、非常に限られてくるのではない

かなと想像されるのですね。 

 この令和４年度に至っては、恐らく牛の

導入となるとますます厳しくなってくるの

かなというような想像があるものですか

ら、この畜産振興資金の使用基準といいま

すか、今課長がおっしゃられた、そういっ

たことをもうちょっと拡大する。こんなこ

とにも使えるよ、あんなことにも使えるよ

と。これは当然農協と協議しながらでない

と進まないと思うのですけれども、これは

ぜひ協議して、ある資金を有効に使って

いっていただきたいと思うのですけれど

も、その辺については課長、どうですか、

協議していくということに関しては。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。 

○経済課長（加藤勝廣君） 今言った内容

でこれまで進めてきたわけですけれども、

必要という判断があれば、やはり農協と協

議した中でいろいろな使い方を考えていけ

ればなと考えております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ちょっと待ってく

ださい。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 １１時１０分まで休憩をいたします。 

午前１０時５６分 休憩 

午前１１時０９分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 ８番、再質問。 

○８番（川上修一君） それでは、続いて

大規模草地育成牧場の関係で再質問をさせ

ていただきます。 

 答弁では、受託する家畜の飼養頭数も増

えて、農家の負担軽減につながっていると

いう押さえであります。まさしくそのとお

りだと思います。 

 そして、施設の老朽化について、農協の

要望を受けて北海道と協議を進めていると

あります。私、よかったなと思って答弁読

んでおったのですけれども、実はこの大規

模草地育成牧場、私も去年の春先４月の頭

だったと思うのですけれども、何人かの議

員さんと一緒にちょっと勉強に行ってまい

りました。 

 牛の、外に運動場というのですか、パ

ドックというらしいのですけれども、何か

もうどぼどぼで本当に、春先一般の農家さ

んのところも悪いのですけれども、それで

もこんなひどいのちょっと悪いけどないな

というぐらい、長靴履いて歩いたのですけ

れども、半分ぐらい埋まってしまいまして

ね。これは牛も仕事する人も大変なのだろ

うなと思いまして、施設を見てから牧場長

に話聞いたのですけれども、こんなひどい

のだったら火山灰入れ替えたらいいでしょ

うと、私のことですから単刀直入に聞きま

すと、やったことはあるのですと。ただ面

積が広いので、一つのパドックやったら１

００万円ぐらいかかるのだけれども、あそ

こは何か大きな岩も出てくるそうなのです

ね、地形的に。石でなくて岩だと言ってま

したよ。バックホウで下がっていってもが

んがんとなって、仕事するのもやりづら

い。なおかつ多額のお金をかけても、二、

三年しか何かいい状態が続かないそうなの
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であります。 

 それで、今牛舎の更新に向けて協議中と

あるのですけれども、どの程度道と話が進

んでいるのか。そして、順調にいって何年

後ぐらいにその施設が建てることができる

のか、その点についてお伺いをいたしま

す。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 今北海道のほ

うと、北海道の北部耕地出張所と振興局の

担当者と、あと大規模草地の場長と町の担

当者ということで協議をしておりまして、

今年度ちょっと一応管理計画という計画を

上げる状態に持っていこうというふうに話

をしています。ただ、実施の時期につきま

しては、北海道のほうの予算もあってまだ

確定はしていないところですけれども、北

海道の予算があるところで実施ができれば

なと、なるべく早い段階で実施ができるよ

うに進めたいなとは考えております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） なるほど。まだそ

うしたら具体的には何年後というのは分か

らないけれども、なるべく早くやってもら

うように進めているということですね。 

 そうしたら、では今度は育成牧場は指定

管理を農協にしているのですけれども、実

はこれも農家から聞いたのですけれども、

夏預けている分においては放牧するからす

ごくいいらしいのですよ、やっぱり広々と

していて。ところが、冬預けた牛は何かあ

んまり育ちがよくないのだと。ちょっと評

判が正直言って悪いのですよね。農家同士

情報交換して、「いや、俺冬預けたんだけ

ど帰ってきたら、全然だめさ」みたいな感

じで、それを聞いた農家が、「じゃ、俺預

けるのやめようかな」みたいな、ちょっと

よろしくない状態に今なっているのであり

ますね。 

 それで、加藤課長は昔大規模で働いてい

たこともありますし、畜産については私明

るいと思っているのですけれども、加藤課

長から見て、というか、まずこういった今

私が話したような話を加藤課長はお耳にし

ているかどうか。もしその話聞いていると

したら、なぜ冬成績が悪いのか。 

 あともう１点、私聞いているのは、何年

か前に新しく牛舎建てましたよね。それ

で、昔からの、５０年もたつ古い牛舎と新

しい牛舎とではもうとんでもなく牛の成長

というか生育が違うのだという話も聞いて

いるのです。これの差の要因は何か、そう

いった点についてお伺いいたします。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 牛が冬の間痩

せて帰ってくるということでございますけ

れども、そういう話はちょっと耳にはして

おりまして、それは多分令和２年度の多分

話かなと思いまして、そのときに実は冬期

舎飼いに入るときに、実は１,２００頭ぐら

いだという話を聞いておりまして、ちょっ

と過密な状態なのですね。その施設自体が

５０年ということで、新しい牛舎のほうと

いうのは、いわゆるコンプリートフィード

といいますか、サイレージに配合飼料から

何から全てを混ぜたものを与えているとい

うことになります。古い牛舎のほうは、い

わゆ自由採食なのですね。バンカーサイロ

に柵をして、牛が自由に食っていくと。そ

して、配合飼料についても新しい牛舎と

違ってコンプリートにできないものですか

ら、一定程度飼槽にまいて、それを一斉に

食うという形になりますから、ちょっと弱

い牛だとはじかれてしまう。だから、

ちょっと過密に飼うとちょっとそういう状

態が起きるのかなというふうに感じていま

す。 

 今年につきましては、新しい牛舎のほう

は基本的には妊娠して帰る牛なのですけれ

ども、妊娠した牛はそちらのほうに移し

て、なるべく栄養価の高いものを与えてい

るということで、今年についてはそういう

状況ではないというふうに確認しておりま



― 15 ― 

す。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） なるほどね。令和

２年は頭数がちょっと多かったということ

なのですね。やっぱり施設によっては、適

正な頭数というのはきっとあるのだろうと

私も思うのですけれども、それが何頭なの

かちょっと分からないのですけれども。 

 それでも、逆に考えれば、令和２年度に

１,２００頭のニーズがあったということに

なりますよね、逆に考えればね。受ける側

としては、預かってくれと言われたのに、

町外の方だったら、ごめんなさいね、町内

優先させてもらうから勘弁してと言えるけ

れども、町内の方からニーズが来たら、そ

れは、ねっ、加藤はいいけれども川上はだ

めだったら川上は怒りますよね。そういう

ことで、頭数が多かったというのは私

ちょっと理由としてどうなのかなと。実際

そうなったとしてもね。だからだめだった

というのはどうかなと思うのですね。何を

言いたいかといいますと、新しい牛舎、古

い牛舎、餌のやり方が違うということです

ね。新しい牛舎は恐らく粗飼料に配合飼料

ショベルか何かでばっと入れて機械で混ぜ

て、トラクターで引っ張って牛舎に餌を出

していくパターンですよね。そういうのは

あれですよ、ちょっと規模の大きい酪農家

だったら個人でもやっている話ですよ、正

直言いまして。 

 私思うのは、そこまで牛舎による差、餌

のやり方による差が顕著であれば、今北海

道と協議して早くやるように進めている、

そういうことは結構なのですけれども、一

年でも早くやれる方法を、これは取れない

のかということを問いたいのですね。それ

は課長だけでなく町長にも、今コロナ禍で

すから、なかなか出張する機会少ないと思

うのですけれども、もし札幌ですとか、あ

るいは国に対して要望しても私いいのでは

ないかと思うのですよ。今の置かれている

公共牧場の状況というのをきちんとお話し

して、こういうことで困っているから早く

建設してほしいのだと、何か対応策はない

かと、そういうことをやっぱり上京という

か出張した際に関係機関ですとか、いろい

ろな頼りになる方に訴えていく、それはぜ

ひやっていただきたいなと私思うのですけ

れども、その点、町長いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 要望するのはやぶ

さかではないのかなというように思ってお

ります。ただ、先ほど話もありましたけれ

ども、やはり北海道の予算だとかいろいろ

なこともありますし、それから足寄町だけ

が手を挙げているわけではなくて、いろい

ろなところが手を挙げていて、やはりそれ

なりの順番というか、いうものもあるのか

なというように考えておりますので、要望

してすぐにそれが実現できるかどうかとい

うのはなかなか分からないところではある

と思いますけれども、要望、こういう足寄

町でこういう要望がありますよということ

を言ったり要望してくるというのは全然問

題ないというか、それは可能かなというよ

うに思っているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） 町長の答弁で結構

なのです。そんなこっちが要望しても相手

があることですから。すぐやってくれると

言ったらそれにこしたことはないのですけ

れども、なかなか世の中そうはならない。

だけれども、そういった状況の中で、やは

り今の困っている状況、これをしっかり伝

えて、これこれこうだから早くお願いしま

すと、これはやっぱり１回や２回言うので

はなくて、上京した都度しつこいかもしれ

ないけれども、まいってる、足寄まいって

いるのだと、公共牧場の施設が古くて、何

とか早く、１年でも早くお願いします、お

願いしますと言い続けることが私は大切で

ないかなと思うのであります。それで、そ
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の点はぜひ町長に強くお願いをしたいと思

います。答弁は結構ですから。 

 それでは最後に、今後の畜産振興の取組

ということで、提案という形になるのです

けれども、ちょっと思うところがありまし

て、実は、先ほど後継者がいなくて牛舎建

てるのにお金がかかる。それがネックに

なっているよと。課長はそういったやつは

国の畜産クラスターという事業があるか

ら、そういうのを使ってやっていただけれ

ばと。確かに大きな施設については私はそ

のとおりなのだろうなと思うのです。た

だ、酪農、畜産、特に酪農は施設ですと

か、施設周りの環境ですとか、非常に整備

するのにお金がかかる形態なのですね。そ

れで、そういうことを考えたときに、実は

ちょっと話横に行ってしまうかもしれない

のですけれども、実は令和３年度、昨年の

酪農の販売高、生乳で４２億４,０００万円

ございました。乳用牛の個体販売ですね、

これが１１億６,０００万円、合わせて５４

億円あるのです。乳用牛の販売は酪農家だ

けでないのかもしれないので、その１１億

円全部が酪農家とはいえないのですけれど

も、私は思って、５０億円ぐらい販売高あ

るのだな、ざっくり捉まえたときに。それ

で今戸数が８０戸ですから、単純割して１

戸もう六千数百万円でございます。１戸で

すよ。小さい人もいれば大きい人もいるの

だろうけれども、平均しての六千数百万円

であります。 

 それで視点を変えてこのことを見たとき

に、これもう７,０００万円近い売上げと

いったらもう立派な中小企業だと私思うの

です。１戸の戸別経営ですけれどもね。そ

うしたら、足寄町はなかなか企業誘致も、

立地条件いろいろなこと考えたときになか

なか難しい。そういった面、中山間地に存

在するわけですから、これからいかに離農

に歯止めをかけていくかですね。このこと

が重要なことなのでないかなと。離農させ

ないということは、これ一つは農協の仕事

でしょうとおっしゃられるかもしれない。

もちろんそれは農協の仕事でもあるのです

けれども、やはり基幹産業、それから地域

を守るという観点でいったら、これは行政

も農協と一緒に取り組んでいく必要がある

のではないかなと私は思うのですね。 

 それで、今後の畜産振興において、いろ

いろな施設がありまして、牛舎とか大きい

施設は確かにノウハウを持った大きな業者

さんでなかったら建設はできないと思うの

ですけれども、例えば牧草ロールを入れる

乾燥庫ですとか、ちょっとした農機具の格

納庫ですとか、そういったものを建設する

際に町内の建設業者さんを利用していただ

ければ幾ばくか支援を出すとか、町がです

よ。個人の資産に町がお金出すのはいかが

かと思われるかもしれないのですけれど

も、そういったことも考えながら、農家に

も支援をして、少しでも後継者が就業しや

すい環境にする。なおかつ町内の業者さん

と連携してやることによって、町内の業者

さんも少しは仕事があるというようなシス

テムを今後考えていけないものかなと私は

思っているのですね。雲をつかむような話

なものですから、町長も、何だ、こいつこ

んなこといきなり言ってと思われてるかな

と思うのですけれども、私は今後の酪農と

いうか畜産の振興、農業の振興でもいいで

すね、言い換えればね。そういったことを

考えたときには、やっぱり工業者の皆さん

との連携といいますか、今言ったようなこ

ともありますし、いろいろなことがあるの

ですね。そういったことも考えながら振興

策を考えていくのはいいのではないかなと

思っているのですけれども、そういった農

業と建築、建設業というのかな、そういう

方との連携の必要性、それから今後の振興

について、そういったことも含めて考えて

いくということについては、町長はどのよ

うに思われますかね。それはいいことだと

思うか、そんなことしなくてもいいのでな

いかというか、どうでも率直にお聞きいた
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します。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） いろいろなこの振

興策というのは、いろいろとあるのかなと

いうように思っておりまして、それはいろ

いろと皆さんで協議をしながら決めていく

必要はあるのかなというようには思ってい

ます。 

 農協ですとか、それから農家の方々だと

か、そういったところと、それからもっと

言えばそういう建築だとかという話になる

と、そういったところも含むのかなという

ようにには思いますけれども、ただやはり

１戸当たり大きいところ小さいところある

にしても、例えば今お話あったように、７,

０００万円だとかというような金額を稼ぎ

出す。そういう言ってみれば、一企業みた

いな、個人経営であっても一企業みたいな

ものですよね。そうやって考えていきます

と、やはり自分の生産に関わるそういう資

材だとか機材だとか、そういったものにつ

いては、やはり自分たちもやはりきちんと

自分たちの基盤としてつくっていかなけれ

ばならないというように思うところであり

ます。 

 国だとか道だとかも含めて、いろいろな

形でそういう農業に対する支援というの

は、いろいろな形で行われているわけであ

りますから、そういう補助事業、例えば牛

舎を造るですとか、農機具を買うですと

か、今言われたのは多分乾燥庫だとか、

言ってみれば倉庫類みたいなような形なの

かなと思いますけれども、そういったこと

も含めて、国からの補助だとかそういった

ものが、そういう制度がありますので、そ

ういう制度をまずは活用していただくとい

うのがやっぱり一番大事なのかなというよ

うに思っています。その上で、例えば町と

してそういう何か必要なことが、支援が必

要だというようなものがあるのかどうなの

かというところなのかなというように思っ

ています。 

 基本的にはやはり農業は比較的そういう

いろいろな制度がありますから、そういう

制度を活用していただく。そういったとこ

ろでなくて、だけれどもそういう支援が必

要なものがあるのではないかというような

ことになれば、また町としても考えていく

ことが必要なのかなというように思ってい

ます。 

 そのあたりについてもやはり先ほど、一

番最初に言いましたけれども、いろいろな

方たちと協議をしながら進めていかなけれ

ばならないところであって、町でもいろい

ろと農業関係については考えてはいますけ

れども、やはり町のほうとしてはいろいろ

な国の制度だとかいろいろな制度がありま

すよという御紹介だとか、そういったとこ

ろは調べられますけれども、ではそれ以外

で、例えば何か足寄単独でこういうものが

必要なのですよだとかいうのがあるのかど

うなのかというところは、なかなか気がつ

かない部分もあるかなというように思って

いますので、何度も言いますけれども、い

ろいろ協議をしながら進めていかなければ

ならない部分ではあるというように思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） 振興策を協議して

いく上で、やっぱり農家も、それから私思

うけれども建設業界も、農協はもちろんで

すね、農協と農協だけでなくて農家の経営

者の方、抽出になると思うのですけれど

も、それからまた建設業界の方、そういう

方たちと意見交換会的な感じでも結構です

から、やはりどう思うのと。それで何が必

要だと思うのというようなところから話を

始めていけば、ヒントになって見えてくる

のかなと。農業者からいろいろな要望が出

るときには今町長の答弁でもいいのですけ

れども、それはこういった事業でできるの

ではないですか。建設業の方から仕事をつ

くってほしいといったら、こういうやり方
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もあるねとか、そういうやっぱりまずは

取っかかってほしいなという思いがあっ

て、この質問をさせていただきました。 

 話しする分については、渡辺町長はやぶ

さかでないと言ってくれると思いますの

で、これに関する答弁はもういいのですけ

れども、最後にいろいろと多岐にわたって

振興について質問をいたしたのですけれど

も、総括みたいな感じで最後に町長、今厳

しい中でも頑張っている酪農家に対して

メッセージを頂いて、一般質問を終わらさ

せていただきたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 足寄町の基幹産業

は農業ということで、農業、林業、そう

いったところが足寄町の基幹産業であると

いうことで、やはりいつも言っております

けれども、やっぱり農業だとか林業が元気

でなければ足寄町もやっぱりなかなか元気

にはなれないというところなのかなという

ように思っております。 

 それから、先ほどお話ありましたよう

に、酪農部門でいっても生乳、それから牛

の販売だとか含めていくと、５１億円です

か。昨年の農協の取扱高９１億円だったと

思いますけれども、その半分以上を酪農が

占めているということでありますから、や

はり酪農が足寄町の農業の中でもやはり一

番中心となる部分なのかなというように

思っているところであります。 

 そういった部分で、町としてなかなか具

体的に、では支援こうしましょうとかとい

うところはなかなかないところであります

けれども、全般的にいろいろな形で農業を

支援していくということは、足寄町にとっ

ても必要なことなのかなというように思っ

ているところであります。ですから、ここ

でいろいろとお話いただきましたけれど

も、農協とも十分に連携を取りながら、こ

れからも農業の振興策、酪農の振興策、そ

ういったもので足寄町として取り組めるも

のを考えながら進めさせていただきたいな

と思っているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

（「はい、ありがとうございました」と呼

ぶ者あり） 

 ８番川上修一君の一般質問を終えます。 

 次に、４番榊原深雪君。 

（４番榊原深雪君 登壇） 

○４番（榊原深雪君） 議長のお許しを頂

きましたので、一般質問通告書に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

 特別養護老人ホーム施設老朽化に伴う建

て替えについて。 

 町長の令和４年度行政執行方針の中で、

特別養護老人ホームの運営に当たっては、

「利用者の立場に立った質の高いサービス

に努め、家庭的な雰囲気の中でその人らし

い暮らしを保つことのできるように、利用

者の健康保持、安全・安心な生活を送るこ

とのできる施設づくりを今後も進めてまい

ります」、そして建て替えについては、

「地域包括ケア等に係る国の動向等を踏ま

え、国民健康保険病院、さらに介護療養型

老人保健施設あづまの里とも密接な連携を

図り、検討を進めてまいります」とありま

した。 

 このことから、次のことを伺います。 

 ①特別養護老人ホームの建設場所の選定

はどこになり、用地購入はいつ頃になる予

定でしょうか。 

 ②施設の敷地面積、入所者の収容規模な

どはどのようにお考えですか。 

 ③現在の入所待機者の人数は。また、御

家族の要望などはどのように把握されてい

ますか。 

 ④感染症などで直接的な面会が難しく

なっていますが、現行施設も含めパソコン

画像を通じた面会設備の整備などはお考え

ですか。 

 ⑤建て替えに当たり、特養職員による検

討では、部署ごとにどのような提言がなさ

れましたか。 
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○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 榊原議員の特別養

護老人ホーム施設老朽化に伴う建て替えに

ついての一般質問にお答えいたします。 

 現在の特別養護老人ホームは昭和４９年

に建設し、建物が老朽化していることか

ら、足寄町第６次総合計画後期実施計画に

おいて、令和３年度から令和６年度に建て

替えを実施する計画を計上し、建設から５

０年を経過する令和５年度を建物完成の目

標年度としておりました。 

 また、令和元年度には文教厚生常任委員

会において、十勝管内及び道外の所管事務

調査を行っていただき、令和２年第１回定

例会には特別養護老人ホームの今後の在り

方について議会へ中間報告を頂いており、

福祉課内での協議や調査を進めていたとこ

ろでありますが、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大のため、施設内感染予防対策

や他施設への視察等が困難となり、調査が

進展していない状況となっております。 

 そのため、令和３年度総合開発審議会に

おいて、建て替えの実施計画を１年繰り下

げて、令和４年度から令和７年度の実施年

度に変更することで了承を頂き、今後建設

に向けて取り組んでいくこととしておりま

すので、御理解いただきますようお願いを

申し上げ、榊原議員の５点の質問にお答え

させていただきます。 

 １点目の建設場所の選定と用地購入の時

期についてですが、現在、市街地内で施設

建設が可能と想定される場所について調査

をしていますが、施設規模等に合わせて用

地面積を検討する必要があることから、建

設場所は未定となっております。なお、用

地については、総合計画において令和５年

度に購入する予定としております。 

 ２点目の施設の建設面積、入所者の収容

規模については、現段階では施設の定員を

４９名程度で検討しておりますが、再度入

所対象者数の推計等を行い、必要な方に必

要なサービスを提供できるように検討を進

めていきます。また、施設の建設面積につ

きましては、入所定員やサービス提供方法

により必要面積が算出されるため、現段階

では未定となっております。 

 次に、３点目の現在の入所待機者の人数

と御家族の要望の把握についてお答えしま

す。 

 まず、入所待機者は、令和４年３月１４

日現在で５人となっておりますが、入院加

療中や他の施設等に入所中であることか

ら、今後本人の状況を確認しながら入所手

続を進めてまいります。 

 また、御家族の要望については、福祉課

地域包括支援センターや町内各居宅介護支

援事業所からの情報提供のほか、毎週開催

されている国民健康保険病院のカンファレ

ンスにおいて、入所希望者の把握を行って

おります。 

 ４点目のパソコン画面を通じた面会設備

の整備については、現在は玄関ドア越しに

ワイヤレスインターホンを利用しての面会

を実施しており、入所者の御家族からリ

モートによる面会についての要望がない状

況でありますが、御希望があれば対応でき

る通信環境を整えております。 

 新施設におきましても、遠方の御家族が

入所者と交流できる体制整備を検討してま

いります。 

 ５点目の特養職員による検討における部

署ごとの提言についてですが、コロナ禍に

より視察等が実施できなかったことから、

特別養護老人ホーム職員による詳細な検討

が進んでいませんが、養護部門からはＩＣ

Ｔの活用について挙げられたほか、全体的

なコンセプト等の検討においては、認知症

高齢者の重度化に対応できる見守りしやす

い構造、事故防止に対応できる施設構造、

外出が難しい利用者のために外部環境を取

り入れた生活空間の整備、車椅子や寝たき

りの方が来所者と触れ合える空間づくり、

感染対策に配慮した設計配置等が挙げられ

ています。 
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 今後は、制度改正や国の動向等を踏ま

え、関係機関等と連携を図りながら、建設

位置や規模・構造など、より具体的な検討

を進めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解賜りますようお願いを申し上

げ、榊原議員の一般質問に対する答弁とさ

せていただきます。 

○議長（吉田敏男君）  再質問を許しま

す。 

 ４番。 

○４番（榊原深雪君） ちょっと期待して

いた答弁とは違いましたので、ちょっと

がっかりしているところなのですけれど

も、１番目の再質問をさせていただきま

す。 

 第６次総合計画実施計画にありました、

介護基盤の整備として、特別養護老人ホー

ムの新築事業費として実施年度は令和２年

から６年までとなっておりましたけれど

も、今度７年までということのようですけ

れども、一応事業費総額は１４億７,５４３

万６,０００円となってました。令和３年度

は２,０７５万６,０００円、令和４年度は

９,５３５万円、令和５年度は整備工事等で

１３億４,９９９万５,０００円と計上され

ておりましたけれども、その事業内容につ

いてもお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの御

質問なのですけれども、総合計画のほうの

実施計画に載せていただいている計画の内

容なのですけれども、令和４年度につきま

しては基本設計、令和５年度につきまして

は実施設計、土地購入、そして令和６年度

は建設というふうに予定をしているところ

です。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） 文教厚生常任委員

会の所管事務調査資料の検討に向けての課

題に、地域密着型導入の可否についてとあ

りましたけれども、これはどのように検討

されましたか。 

 また、施設建設に当たっては、場所の問

題や入所の日常動作を介護している現場職

員の意向を十分に組み入れるなどの必要が

あると思われますが、このことについては

どのようなことが組み込まれましたか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 地域密着型の

導入の関係なのですけれども、今現在の特

別養護老人ホームは広域型ということで、

町民だけではなく町外の方も入所できる施

設となっていまして、また定員も５６人と

いうことで大きな施設となっております。 

 地域密着型につきましては、町民が、基

本町民が入る施設ということで、町外の方

はある程度の手続をほかの町との協議をす

るということの手続を踏まないと入れない

ということで、町民中心の施設となりま

す。また、定員につきましても、２９人以

下ということで小規模な施設となっていま

して、福祉課の中で検討している内容で

は、今現在の利用者の数でいきますと、多

くなったり少なくなったりということもあ

りますので、そうなると町内の方だけでは

なくて町外の方も入れたほうが経営が安定

するのではないかとかというような意見も

ございますが、地域密着型にしますと建設

するときに補助金が多かったりとか、あと

は介護サービスの給付費のほうが広域型よ

りも高いなど、いろいろ運営面とか建設面

でメリットがありまして、今現在では地域

密着型を小さいものを２つ合わせてつくっ

ていったらいいのではないかというような

検討に至っているところですが、まだ決定

はしておりませんが、そのような検討の内

容となっております。 

 また、職員の意見の聴取といいますか、

意見の反映につきましては、介護士とかの

職員にはもちろん現場で働いている方が働

きやすく今分かっている知識を生かして、

入所者の方に安心して過ごせるような場所

を提供したいなというふうに思っています
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ので、職員それぞれの場所でいろいろなこ

とを考えておいてほしいというような話合

いというか、お話はさせていただいており

ます。 

 ただ、今現在働いている場所だけでは

やっぱり知識が足りないものですから、本

当にコロナがなければと思いますけれど

も、いろいろな場所を見学していろいろな

ことを検討、よいアイデアを出して働きや

すい、そして過ごしやすい場所をつくって

いきたいなというふうに思っているのです

けれども、今現在はまだ大まかな、こんな

ふうな施設だったらいいなとか、そういう

ような意見を出していただいているとか、

コンセプトというか、本当に概要での意見

の提案となっておりまして、今後詳細につ

いて提案を受けて話合いを進めていきたい

なというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） 特養施設につきま

しては、３つの種類があるようですね。広

域型と地域密着型と地域サポート型とある

そうなのですけれども、私選挙のとき回っ

てましたら、町民の方からこういうことを

お聞きしました。自分の家族が足寄町に申

し込んだのだけれども、そのときは入れな

くて、他市町村のほうに行ったのですね。

そこのところで、今定数を見ますと、空き

がある状況の中でそういった方たちの希望

なりをお聞きして、また戻ってこれるの

か、その本人がもう年数、３年ぐらいいる

からもう帰りたくないわということもある

かもしれませんけれども、そういった家族

に今こういう空きがありますけれども、戻

る御希望ありますかとか、そういうことは

されているのでしょうか。 

 それと、また別の施設との連携ですね。

そういう場合に、戻ってこれるのかどうか

ということもお聞きしたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） まず今現在空

きがございまして、希望があればというこ

とはあるのですけれども、今現在ほかの町

外の施設の特養とかを利用されている方と

いうのは大体１０人程度いらっしゃいま

す。こちらのほうでも介護認定の調査の用

紙を送るときに、今このようなサービスが

ありますよというような資料はお送りして

いるのですが、特養が空いてますよという

ようなお話はしてはおりませんが、今町外

で利用されている方の御家族から、家族の

方も高齢になってきているので町内に移り

たいというような御希望とかもございまし

て、そういう方につきましては、対応がで

きるような時期になりましたら移っていた

だいたりとか、もちろんそちらの施設に慣

れているので移りたくないとか、家族が町

外の施設の近くにいるのでそちらで過ごし

たいという方もいらっしゃいますので、も

し御希望があれば移れるような対応という

ことで、相手の施設の方と相談をしながら

移動していただくということは取り組んで

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君）  今、福祉課長の

おっしゃったとおりに、やっぱり細かい配

慮ですね、御家族の方の要望をきちんと聞

き入れて、そういった連絡も密にしていた

だきたいなと思っているところです。 

 それで、令和３年度の利用実績では、平

均稼働率が８３.５％となっていました。高

齢者への介護サービスを提供する施設とし

ては１００％が望ましいと思います。稼働

率が１００％に届いていない原因には、ど

のようなことがあるのでしょうか、お伺い

します。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 現在の特養の

利用者は２月末で４６人となっておりまし

て、おっしゃるとおり１００％になってい

ないのですけれども、答弁の中でもお答え

したのですが、今御希望を聞いて登録をし
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ていただいている方が５人ということで、

待機者と書いてありますが、５人の方が今

登録をしていただいております。その中

で、今現在入院中の方とかもいらっしゃい

まして、入所が可能になった場合に、可能

な状況になったときに確認をさせていただ

きながら入所の手続を進めていくとか、順

次入所してはいただいているのですけれど

も、待機者がまず少ない、登録者がまず少

ないということと、あと町内には今までい

ろいろなサービスも、在宅のサービスもこ

こ１０年ぐらいで整備してきておりますの

で、グループホームもありますし、その中

で適切な場所というのがまず選ばれて過ご

されているのかなというのと、平成２７年

度ぐらいから特別養護老人ホームが要介護

３以上の方でなければ入れないということ

で、以前１００人の待機者がいたとかとい

う時代に比べればもともとの対象者が今限

定されてきているということもありまし

て、また今の高齢の方がいろいろな活動を

されてお元気でいられるという、まだ要介

護度が高くなっていないということで、も

う一つあるのかなというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ここで、ちょうど

昼食の時間になりましたので、暫時休憩を

いたします。 

 １時再開といたします。 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 ４番。 

○４番（榊原深雪君） 休憩中に、町長の

第１回の答弁をもう一回そしゃくしてみま

した。そうすると、建設予定が５年度だっ

たのですけれども７年度に延びたというこ

とで、大変なショックを受けたところなの

ですけれども、今ある施設が５０年になろ

うとしているときに、その設備等が一つ

の、この中の質問なのですけれども、設備

等が今度あと２年、３年ですよね、かかり

ますよね。耐えていけるかどうか、そのボ

イラーとかいろいろな設備が、今の施設に

ある設備が耐えていけるのか。耐久してい

けるのかと、一つがありますね。 

 それと、場所の問題なのですけれども、

今東北の大震災の１１年目を迎えまして、

ついニュースでもやっておりましたけれど

も、介護施設のところで介護施設の入所者

と介護士さんが共に亡くなっていると、お

年寄りは置いていけないということで、御

両親が泣き泣きお話しされていたのを

ニュースで見ました。今現在ある場所も大

変今気候変動が激しいときに、災害が起き

たらどうするのだろうというのが、あそこ

にできたときからの懸念材料でもありまし

た。そこが２点目のところなのですけれど

も。 

 それと、今こういうウクライナの侵攻情

勢で、資材等とかいろいろなものが高騰す

るというのはもう予測されますよね。そこ

のところのお考えはどうなのかと、こうい

う計画を後ろ倒しにされたということが、

まずどうなのかなと思うのですね。 

 障害者施設のことなのですけれども、６

００万円の予算計上がまた補正で出されて

おりましたですよね。そういうことで、

やっぱり先延ばしにすると、こういうふう

に建築材料も上がってきますし、いろいろ

な面で負担が大きくなってくると思うので

す、町に対する負担が。だから、そこのと

ころどういうお考えなのかをお聞きしたい

と思います。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） まず今の御質

問の１点目の設備の状況ですけれども、

おっしゃるようにかなりいろいろなものが

老朽化しておりまして、特にボイラーは毎

年調子が悪いというようなこともございま

すが、状況を確認しながらその都度対応し

ておりまして、今現在はちょっと少しのメ
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ンテは必要ですけれども、今のところもう

少し大丈夫かなというふうには思っていま

すが、いつどうなるかというのはやっぱり

分からない状況ではあります。 

 次に場所の関係なのですけれども、今の

建設地につきましてはやっぱり山も近いと

いうことで、土砂災害とかの危険もあると

いうこともありますので、今の場所での建

設というのは考えておりませんが、以前に

近くの河川の改修といいますか、そこら辺

の砂防ダムか何かだと思うのですけれど

も、調整をしたというふうにも聞いており

ますので、大きな土砂災害とかのところは

今のところないのかなというふうには思っ

ておりますけれども、そちらの災害なので

分かりませんが、施設としては災害の対応

の防災計画みたいのを立てておりまして、

もし何かありましたら避難をするとか、そ

ういうことについても施設職員で訓練とか

もしておりますので、有事の際には対応し

ていきたいなというふうに思っています。 

 ３点目の資材の高騰の関係なのですけれ

ども、今回の戦争にかかわらずその前から

コロナの関係でいろいろな資材が非常に高

騰しておりまして、今よりも高くなるのか

どうか今後分からないですけれども、そち

らのほうについてもその時期その時期とい

うことで、非常に予想が立ちづらいかなと

いうふうに思っておりますが、そのときに

対応させていただくしかないかなというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） 私思うのには、こ

の老朽化した施設にとてもいい人材がい

らっしゃるのですね。施設長をはじめ、介

護士の方もいろいろな方が協力して今の経

営、運営に携わって、施設を運営してい

らっしゃるというのはもう目の当たりにし

て見ているのですけれども、そういった人

材を果たして今後２年後までにその人たち

の気力というものが、果たして維持してい

けるのかどうかということもすごく心配な

のですよね。 

 そして、待機者も今現状として少ないと

いうことで、福祉施設等も充実してきまし

たし、また町民の高齢者も健康年齢を引き

上げようということで、とても一生懸命自

分たちのなるべくそういう施設のお世話に

ならないように頑張っている今周り見て

も、状況なのですね。 

 ですけれども、最後にもし、所得の多い

方は結構な立派な有料施設入れますけれど

も、所得の少ない高齢者はやはり特養に頼

るとかないのですね。そしてついの住みか

として選ぶしかないと思うのですね。そこ

のところで、もっと早く何とか建設に向

かっていっていただければいいなと思って

いるのですよね。 

 こういった例もあるのですね。健康な御

夫婦、高齢の御夫婦、健康といえば言える

御夫婦が足寄町内にいらして、去年の夏に

自治会の催しで草むしりの事業で参加して

らしたのですね、奥さんがですね。御主人

がショートステイに行っていたと。そし

て、ショートステイから戻ると、その草む

しり元気にしていた奥さんが、おしゃべり

しながらしてた奥さんがおうちの中に入る

と倒れてらして、そしてそのまま病院に運

ばれて入院されて、いまだに入院されてい

るのですね、去年の夏だったのですけれど

も。そうしたらその御主人はショートステ

イから戻ってきたのだけれども、にこやか

に迎えてくれる奥さんが倒れてしまってい

るものですから、またショートステイのほ

うに戻って、何ともしない、きっとその不

安な気持ちを抱えながらまた施設のほうに

お戻りになったと思うのですね。そういっ

たときの心のケアとか、やはりそういった

ところを介護士さんたちは大変だったと思

うのです。だから、そういうことも考えな

がら、施設運営というのは大変なことだな

と私も分かっては、理解しているつもりな

のです。それから、その人たちのためにも
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早く施設を完成してあげたいという気持ち

で質問しているのですけれども。 

 もう一つ質問の中で、介護防止委員会等

の報告から令和２年度を見ますと、ヒヤリ

ハットや職員の外傷の発生件数は増加して

いたのですね。このことが、増加している

ことが施設の建て替えにより、ヒヤリハッ

トなどの発生件数は減少するというお考え

はありますでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） ヒヤリハット

とか介護事故などのことの件数のことだと

思うのですけれども、入っていらっしゃる

方の状況によりましてはこういう件数が多

くなることもあるのかなとは思うのです

が、そこをしっかりケアしていかなければ

いけないというのが介護士の業務なのかな

というふうには思っています。 

 おっしゃるように、古い施設というより

は、例えば死角があるとか、そういうこと

で今の施設で対応できない部分というのは

確かにあると思いますので、新しい施設に

なって死角がなく、あとは例えばフロアが

クッションフロアになりますとなるとか、

新しい備品を入れるとか、そういうことで

けがとかそういうものを防げる部分という

のは実際あるかなというふうには思ってい

ます。 

 また、介護士も今なかなか数がいません

で、それで一か所に集めて、皆さんを見る

ような形にはなってはいるのですけれど

も、そういうようなことで介護士を増やす

というような、新しい施設になれば例えば

そういうところで働きたいという方がもし

かしたら増えるかもしれないとか、そうい

うこともあるかもしれないので、いろいろ

な意味で新しい施設に対する期待というの

はあるのかなというふうには考えていま

す。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） それと、次の質問

に変わります。 

 短期入所生活介護事業のことなのです

が、１年間を通して多い月と少ない月とあ

りますけれども、その多い方、どのような

理由があるのかどうかというのをお聞きし

たいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 一般的に考え

まして、多い月というのは例えば継続的に

使われている方は毎月使われているのかな

と、家族のレスパイトですとか、御本人の

維持のために継続的に使われている方もい

らっしゃいますし、そうでなくて多い月と

いうのは、例えばどこかの施設に入られる

までの間の短期入所ですとかということも

考えられますし、あとは例えば病院から出

た後に一時的にショートステイを使われ

て、在宅に戻られる方というのもいらっ

しゃるのかなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） このときに、多く

なったときに介護士の必要定員数というの

はどのように考えてますか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 人数は、多く

なった少なくなったということで職員を増

減させているわけではございませんで、定

員数に合わせて必要数をおおむね配置して

おりますので、人数は不足するとかそうい

うことはございません。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） それで、やっぱり

今質問した中で、やっぱり建設が早まると

いうことは、もう当初の予定どおり７年度

ということで確定しているのでしょうか

ね。 

 町長の公約にもありましたけれども、４

年度までということで私は覚えていたので

すけれども、そうなるといいなというのが

期待していたのですけれども、３年も延び
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るということは、すごく町民の方も期待し

ていた案件でありますので、どうなのかな

ということもあるけれども、ここでその延

びたことに対して、本当に用地のことも場

所も大きさも面積も分からない、まだ未定

です、未定ですということでは、３年後に

もう出来上がるものの予定としたら、その

答弁を聞いて、はい分かりましたというわ

けにはいきませんので、もう少ししっかり

したお答えを頂きたいなと思いますけれど

も、よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 当初総合計画の中

でも決めていた期間がやはり遅くなってき

ているということで、大変申し訳ないなと

いうように思っているところであります。 

 ただ、これはコロナがなければもう

ちょっと早くはできたのではないのかなと

いうように思っています。コロナによっ

て、いろいろな視察ですとか、施設の内容

についての検討ですとか、そういったもの

がやはり遅くなってしまったという、そう

いう事情もあって遅くなってきているとい

うことで、ただやみくもに遅くしていると

いうことではないということを御理解いた

だければというように思っています。 

 そして、またつくったら５０年間ぐらい

はまた使うわけですよね。そういうことで

考えますと、やはり規模ですとか施設の中

身、どういう運営をしていくのだとかとい

うのはやっぱりきちんと内容を検討して、

新しいものをつくっていくということにな

るのかなというように思っておりますの

で、そこの検討をやっぱりきちんとしなが

ら新しいものをつくっていくということに

なるのかなと思っています。 

 やはりより良いものを、町民の皆さんに

喜んでいただけるようなより良いものをつ

くっていくために、一定の期間まだ検討の

期間というか、まだ検討がなかなか進んで

ないという状況で、このコロナも今やっと

蔓延防止等重点措置も何か２１日で終わる

みたいですけれども、この後まだまだどう

なっていくのかという先行きもちょっと見

えない中でありますけれども、そういう中

でもより早急に検討を進めながら、できる

だけ早い時期にということになるのかなと

いうように思っています。 

 今まで御質問あったように、施設も老朽

化してきてますし、施設に行って施設長か

ら聞いたのは、一番心配なのはボイラーな

のですということで聞いています。そうい

うボイラーも例えばあと二、三年ぐらいの

うちに新しい施設ができるのに、今ここで

新しいものに取り替えなければならないだ

とかということになると、本当に経費が余

計かかってしまうというようなことにもな

りますので、そういうことがないように、

今のやつを何とか長もちさせながら、施設

ができるまでの間使えるようにしながら、

建設をなるべく、そういう心配もあります

ので、早めていくということで御理解いた

だければなというように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） 少しでも早くに建

設に取りかかっていただきたいなというの

が希望でございます。 

 そして、コロナ禍で視察ができなかった

という答弁がありましたけれども、以前に

給食センター、あれは前倒ししてつくって

いただいた記憶があります。そのときに、

文教厚生常任委員会で視察に行ったとき、

相手先の方からお聞きしたことは、この施

設をつくって何か失敗したなということは

ありませんでしょうかとはっきりお聞きし

たのですね。いや、実はあったのですと、

それは貨車、運搬する貨車の幅がちょっと

狭くつくりすぎて、その通路を狭くつくっ

てしまって、それはもう大失敗でしたとい

うお話を聞いたことがあったのですね。で

もそれは、建設の自分たちで建設する寸法

とかもちろんそれで分かることですよね。

だからあと施設の何たるかというのを、コ
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ンセプトとか何かとかというのはインター

ネット引っ張ればいっぱい出てきますし分

かることなのですね。何がもって視察とい

うことお話しされるのか分かりませんけれ

ども、もちろんより良い施設をつくるため

に努力してただいているのは見えますけれ

ども、果たしてその視察ができないという

ことが言い訳にならないように、本当に皆

さんが満足していただけるような施設をつ

くっていただきたいなと思っているところ

なのですが、もうこれ以上質問してもあま

りいい答弁が返ってこないのを予測されま

すので、これで終わりにしたいと思います

けれども、町の人口は減少傾向に続いてい

ますけれども、団塊世代による高齢化比率

の高まり、また高齢者の介護度も上がって

いくと考えられます。 

 今後も特別老人ホームへの役割は重要に

なると思います。現在入所されている方、

また高齢化してこれから入所するかもしれ

ない町民の皆様からしますと、特別養護老

人ホームの建て替えは１年でも早くに実現

してほしく、大きな期待を寄せている事業

でもあります。このたび新しく建設されま

すと、５０年近くは、先ほど町長もおっ

しゃいましたように、稼働する施設でもあ

ります。足寄町において、介護度の重い方

や低所得の高齢者のついの住みかとしての

役割として、団塊世代の高齢者のためだけ

でなく、現在３０代、４０代の町民の方が

後々使うことになる施設でもあります。先

見性のある利用者の立場に立った質の高い

介護サービスが提供できる施設の実現に期

待いたしまして、最後に町長の答弁を頂

き、一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 百聞は一見にしか

ずというようなこともございまして、見て

くるというのもまたこれは一つの勉強にな

る部分なのかなというように思います。そ

ういった意味で、議会のほうでも視察だと

かに行っていただいて、そういう資料も頂

いておりますので、全てが全て見に行かな

いと解決つかないという問題では今の時代

はないのかなと思いますけれども、見てく

ることによってまたひとついろいろな書類

だけでは分からない、見てこないと分から

ないという部分もあるのかなというように

思っています。ただ、今言ったように視察

だけが全てではないというように思ってい

ます。だから、いろいろな部分で、いいと

ころ、悪いところ、そういったものは今本

当にネットの時代ですので、インターネッ

トでいろいろ検索すれば出てくることとい

うのはいっぱいあるのかなというように

思っています。 

 そういった意味で、いろいろな形でいろ

いろと良いところ、悪いところ、足寄町に

とってどんな施設が一番いいのか、どんな

施設が町民に望まれているのか、そういっ

たことを十分に検討しながら進めさせてい

ただきたいというように思っています。時

期的に遅くなることによって、いろいろな

問題もやっぱり出てくるというように思い

ますので、そういったことも含めて、なる

だけ早い時期に検討を進めながら早い時期

に建設ができるよう、努力していきたいと

いうように思っています。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。 

 これにて、４番榊原深雪君の一般質問を

終えます。 

 次に、７番髙橋健一君。 

（７番髙橋健一君 登壇） 

○７番（髙橋健一君）  議長、マスクを

取ってもよろしいでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） よろしいです。 

○７番（髙橋健一君） ありがとうござい

ます。 

 議長のお許しを頂きましたので、一般通

告書に従って、一般質問をさせていただき

ます。 

 まず最初の質問事項は、足寄町のＳＤＧ

ｓ（持続可能な開発目標）の取組につい
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て。 

 二つ目は、教育行政執行方針におけるネ

イパル足寄との連携についてです。 

 内容を申し上げます。 

 ＳＤＧｓは、２０１５年９月の国連総会

で採択された２０３０年までに世界が達成

すべき目標を立てた道しるべです。「誰も

置き去りにしない」という理念の下、貧困

問題をはじめ気候変動、エネルギー、教

育、安全な水、経済成長、住み続けられる

まちづくり、平和への取組など、持続可能

な社会をつくるために、全世界が取り組む

課題を１７の目標に分けて示したもので

す。この決定を受け、地方自治体もＳＤＧ

ｓは地方創生の理念に一致することから、

ＳＤＧｓの取組を加速させています。 

 隣町、上士幌町はバイオガス発電による

エネルギーの地産地消、次世代高度技術を

利用したまちづくりなど、先駆的な取組が

評価され、２０２１年ＳＤＧｓ未来都市に

選定されました。 

 また、鹿追町も鹿追型ゼロカーボンシ

ティ宣言を発し、電力の地産地消に取り組

み、さらにＩＣＴ、ＡＩを駆使して、ス

マート農業の取組を開始しました。 

 我が町足寄町も負けてはいられません。

未来の子供たちが持続的に住み続けること

ができるまちづくりのために、足寄町もＳ

ＤＧｓに真摯な気持ちで取り組まなければ

なりません。そこで質問です。 

 １、エネルギー問題について。 

 灯油、ガソリン価格が高騰する中、再生

エネルギー活用の重要性が叫ばれていま

す。足寄町も昨年、ゼロカーボンシティ宣

言を表明し、町長は行政執行方針の中で、

再生可能エネルギーの導入目標を定めると

述べていますが、その内容をかいつまんで

説明していただきたい。 

 また、足寄町唯一のバイオガスプラン

ト、ＪＡあしょろバイオマスセンターの現

在の稼働状況を教えてください。 

 ２番目、農業問題について。 

 町長は行政執行方針の中で、光ケーブル

がスマート農業などに活用されることを期

待すると述べていますが、実際、鹿追町で

はＩＣＴ、ＡＩを活用したスマート農業が

行われています。競争力を高め、生産性を

上げるためには、スマート農業が必要だと

思いますが、足寄町のスマート農業の可能

性についてお伺いしたい。 

 続けて、次に行きます。 

○議長（吉田敏男君） そこでちょっと一

回区切ってください。 

 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 髙橋健一議員の足

寄町のＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の

取組についての一般質問にお答えいたしま

す。 

 １点目のエネルギー問題についてのゼロ

カーボンシティ宣言における再生可能エネ

ルギーの導入目標についてですが、足寄町

は令和３年９月にゼロカーボンシティ宣言

を表明したことから、排出されている二酸

化炭素の量を、今後どの程度省エネや再生

可能エネルギーの導入を行うことによっ

て、２０１３年の排出量に比較して２０３

０年４６％、２０５０年実質ゼロにできる

かを、令和４年度国の補助事業を活用し再

生可能エネルギー導入目標の設定を行うも

のです。 

 具体的な手法については、現在のエネル

ギー使用を見える化し、省エネや化石燃料

から木質ペレットやチップを燃料とする木

質ボイラーの導入及び温泉熱やヒートポン

プによる熱利用の置き換え、太陽光発電や

バイオガスプラント等による再生可能電力

の導入、さらには森林整備による二酸化炭

素吸収量の増進などが想定されます。 

 次に、バイオガスプラントの稼働状況に

つきましては、この３月で稼働後３年を迎

え、令和３年１２月末現在は計画値である

売電契約量２６７キロワットの約９９.５％

の発電量に改善されており、今後も家畜排

せつ物の受入量を確保するとともに、消化
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液や再生敷料の有効活用に向けた取組を進

める予定と聞いております。 

 ２点目の農業問題についての足寄町のス

マート農業の可能性についての御質問です

が、スマート農業はロボット技術やＡＩ

（人工知能）などの先端技術を活用し、農

作業の省力化や生産性向上を目指すもので

あることから、現在の農業者の高齢化及び

担い手不足の課題を解決するための有効な

手段の一つであると認識しております。 

 足寄町では、一部の農業者が作業機にＧ

ＰＳを取り付け農作業の省力化を図ってい

るほか、搾乳ロボット導入農家ではＩＣタ

グによる牛の個体管理を行うなど、ＩＣＴ

を活用しておりますが、広大な平野が広が

る帯広近郊の大規模経営と違い、中山間地

域で狭小地の圃場が多い足寄町において、

技術的にも費用対効果の面からも普及には

もう少し時間がかかるものと考えておりま

す。 

 津別町では、ＮＴＴドコモ北海道支社が

中心となって、中山間地域におけるスマー

ト農業の実証実験が行われており、そのよ

うな中山間地域に適したスマート農業の研

究が進んでいることを期待しております。 

 今後、作業機の自動運転や畜産農家での

画像による遠隔管理システムの導入が期待

できると考えておりますが、スマート農業

は農業技術全般に共通することから、光

ケーブルによる情報通信基盤の整備は第一

歩であり、今後課題を整理し、国や北海道

の補助事業を活用することにより、農作業

の省力化、人手不足の解消など実用化に向

け、情報収集してまいりたいと考えており

ます。 

 以上、髙橋健一議員の一般質問に対する

答弁とさせていただきますので、御理解を

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君）  再質問を許しま

す。 

 ７番。 

○７番（髙橋健一君） 海の向こうでは、

狂人プーチンがウクライナに侵攻しまし

て、世界の秩序が大きく狂わされていま

す。ＳＤＧｓ持続可能な開発目標のゴール

ははるかに遠ざかってしまいました。 

 家庭でもかみさんと話をするのですけれ

ども、「かーちゃん、ロシアが攻めてきた

らどうする」と。「とーちゃん、もう年だ

から逃げても足手まといになるから、足寄

に残ろう」と。そんな話を最近しておりま

す。 

 今回取り扱ったエネルギー問題や農業問

題、私はこのＳＤＧｓの観点から問題にし

ようと思ったのですが、このプーチンの侵

攻によって、このエネルギー問題、農業問

題はもう安全保障の問題だと私は思ってい

ます。私の言う安全保障というのは、他国

から自分の国を守ることです。 

 現在どんどんどんどん原油も上がってま

すし、灯油、ガソリンどんどん上がってい

く。食料もどんどん上がっていく。びっく

りしたのは、我々が食べるそば、一番の多

い輸入国がロシアだというのでびっくりし

ました。もうこれからそういうそばは食べ

ないことにして、幌加内のそばにしようか

と思っていますけれども、そういう状態

で、まだ高くても買えればいい。しかし、

これなくなってしまったらどうするのだと

いうことですね。これ真剣に考えなければ

いけない。だから安全保障の問題だと私は

言っているのですよね。国も何やっている

のだ。もっとどんどんどんどんお金を足寄

町に寄こして、農業振興してください。エ

ネルギーも振興してくださいということで

す。 

 そして、先ほど足寄町のバイオガスの稼

働率聞きましたら、結構高くなってます

ね。おととしかな、私が渡辺町長に聞いた

ときには６０％台の何か稼働率で、これは

ちょっと大丈夫かなと。足寄のバイオガス

プラント大丈夫なのと思ったのですけれど

も、大分改善されているなと。だけれど

も、とにかく目立たないというか聞こえて
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こないのですよね。足寄のバイオマス一体

何やってるのだと。隣の芝生は何か青く見

えるではないのですけれども、何というの

かな、上士幌はすばらしいですよね。上士

幌は大体バイオガス発電６か所で７基あり

ます。電力量が２,２７０キロワットですか

ら、足寄の１０倍近いのですかね。これで

大体上士幌の全ての電気を賄っています。

そして、食料自給率は上士幌、３,５００

％。これで大体上士幌町の安全保障はまあ

いいかなと。ロシア軍が攻めてこなければ

ですけれどもね。これで大体確保してい

る。 

 足寄もやはり農業とエネルギーというの

を物すごく中心に置いて頑張ってもらいた

いのですよね。どんどん国に働きかけ、道

に働きかけて、あんたら今大変なことにな

るよと。足寄を捨てたら日本は全部終わる

のですよという、こういう感じで国のほう

に迫っていってもらいたい。冗談ではな

い、本当ですよね。そのうち都会の連中が

足寄にどっと押し寄せてくるかもしれな

い。食料難民ですよね。そういうときに、

足寄はみんなを受け入れてあげればいい。

ついでにウクライナの人も受け入れてあげ

てください。 

 そんな感じで、ぜひこのエネルギーをも

う少しアップできないかと。一度太陽光発

電も私ちょっと触れたことがあるのですけ

れども、太陽発電といえばプールですね、

足寄の温水プールですごく重油代がかかる

ので、うちの文教の委員長の高道議員がど

うにかすれと、太陽光など使ったらどうな

のかということで調べていただいたのです

けれども、そんなに差が出ないという教育

委員会の調査がありましてね。やっぱり最

初にやっぱりお金がかかり過ぎるのではな

いかと。だけれども、今となっては、もう

一回見直して、太陽光発電、それからバイ

オガス発電、ほかの自然エネルギーのそう

いうエネルギーを取り出していくような、

そういう方向性で持っていってもらいたい

のですけれどもね。町長、もっと頑張っ

て、どんどんお金を取ってきてください。

そういうことできないのでしょうかね。よ

ろしくお願いします。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君）  食料の自給率か

ら、それからエネルギーの自給率など含め

て、いろいろとやっぱり日本の場合は資源

があまりないということで、どうしてもそ

ういうのの自給率というのは低くなってい

ます。ただ、農業だとか、農畜産物だと

か、十勝でいけば１,０００％を超えるだと

かというようなことも言われていて、農業

で一生懸命やっているところはいいですけ

れども、日本全体でいくとやっぱり３７％

ぐらいの食料自給率だとかとなっています

し、それからエネルギーについてもやはり

今化石燃料が中心になってますけれども、

やはり輸入に頼らざるを得ないというよう

な状況になっています。 

 そういったことで考えますと、やはりこ

れからゼロカーボンシティ宣言だとかして

くる中では、再生可能エネルギーだとか、

そういったものの自給率をもうちょっと、

エネルギーの需要バランスというか、そう

いったものでいくと、もっともっとそこを

上げていかなければならないということに

なるのだろうというように思っています。 

 国も今脱炭素ということで、国でも２０

３０年には４６％、それから２０５０年に

は脱炭素、ゼロカーボンということで、そ

ういう目標を決めて取組を進めていますの

で、今こういう時流に乗ってという言い方

は変ですけれども、そういうことを進めて

いかなければならない。そういう時期に来

ているのかなというように思いますし、全

国の市町村も同じように、これからのゼロ

カーボンの目標に向けて取組を進めていく

ということになります。それで、それぞれ

まちの特徴というのがありますから、それ

ぞれのまちの特徴に応じたエネルギー政策

みたいなもの、それぞれのまちでつくって
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いかなければならないということになりま

す。それで、令和４年度で、今回予算も新

年度の予算で出させていただいております

けれども、そういう計画をつくっていく計

画をしております。 

 その中で、今実際足寄町でどのぐらいの

二酸化炭素を出しているのか、それはどう

いう部門でどのぐらい出しているのかとい

うのをきちんと確認をしながら、それをい

かに４６％削減するだとか、ゼロにしてい

くだとかとするためにどうしていくのかと

いう目標を決めていかなければならないと

いうように考えております。そういうこと

で、既にやっているところは、やっている

まちはやっていますけれども、足寄町にお

いてはこれからそういう取組を進めていこ

うというところでございます。 

 足寄町も全く何もやっていないかという

こと、そういうとそうではなくて、ゼロ

カーボンに向けた取組というのは、今まで

そういうのを意識しなくても取組を進めて

いるというところもありまして、そういっ

たところも含めてゼロカーボンシティ宣言

をしながら、今後に向けて、国だとかほか

のまちにも負けないように、負けないよう

にというか、みんなと同じように、ゼロ

カーボンを目指していくという、そういう

取組を進めていきたいなと考えているとこ

ろであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） やっぱり足寄町と

いうのは遠慮がちというか、シャイという

か、もっと発信力をどんどんどんどんつけ

ていったほうがいいのではないかと思いま

すよね。 

 上士幌の本当に宣伝の仕方上手だという

か、これすばらしいまちだなとついつい

思ってしまうのですね。こんなところに住

んでみたいななんて。そういうのを足寄町

に取り入れなければいけないと、私はそう

思っていますけれどもね。本当に上士幌、

バイオガスだけではなくていろいろな試み

をしていると。そこのもとにあるのはやっ

ぱりふるさと納税の原資かなという気もし

ないでもないですよね。だから、まず足寄

も自由に使える、そういうお金をふるさと

納税でがっぱり蓄えて、思い切ったことを

いろいろやるということも大事なのではな

いですかね。 

 本当にいろいろやっていて、ドローンで

すね、今戦争で使われているドローンです

けれども、上士幌はドローンはどういうふ

うに使っているかというと、買物支援とい

うのですかね。年寄りで車もない遠くにい

る人たちに、ドローンが買物をして物を届

けてあげるというのですね、これすごいで

すね。これはまだまだ実証実験の段階だそ

うですけれども。何という余裕のあるまち

だなというふうに思いますよね。 

 テレワークするために、これもコロナ対

策でしょうけれども、シェアオフィスとい

うのを開設して、そしてそこでいろいろと

都会の人が来て、そこで仕事ができる、そ

ういうことをしていると。いろいろうらや

ましい限りですね。 

 やはり、バイオマスももう少し足寄考え

たほうがいいのではないですかね、もう

ちょっと、いま一つですけれども。しかし

中身が問題なのですが。上士幌で７つで足

寄で１つで、全然目立たないのが１つあっ

てもちょっと元気が出ないなという感じが

しますね。そして、バイオガスというの

は、さらに付加価値がついているという

か、鹿追でも何か新聞に出てましたけれど

も、水素をそこから取る、さらに電力だけ

ではなくて水素も取って、水素ですから燃

料電池ですかね。燃料電池の原料にまでし

ていくという、どんどんどんどん進んでい

くわけですよ。さらに鹿追というのは、ス

マート農業今どんどんどんどん進めている

と。それだけ国からのお金が入ってきてい

るのでしょうかね、これね。これがちょっ

とうらやましい限りだなと。確かに足寄町
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は足寄町なりの事情があるから、そうそう

ほかのまちと同じような条件ではないとい

うことでしょうけれども。 

 全然知らなかったのですけれども、鹿追

町、スマート農業のコンソーシアムという

言葉も出てきたのですね。何だこれはと

思ったのですけれどもね。コンソーシアム

ですか。調べたら、互いに力を合わせて目

的に達しようとする、そういう組織だとい

うのですね。何語なのかよく知らない、分

からないですけれども。こういうのをつ

くって、こういう組織をつくって、いわゆ

る鹿追農協、それから東大が入ってます

ね、東大も入ってます。それから、農機の

メーカーが入って、いろいろな実験をして

いると。主にキャベツで今やっているのか

な。実証実験をやっている。それは結構収

穫時に七、八人普通だと必要な人数が二、

三人で済むとかね。それからもっとすごい

のは自動の農機具ですよね。自動で動か

す。勝手にやってくれのです、機械がね。

で、収穫してくれると。こんなのすごい

な、これ国でたくさん買ってくれればいい

のにね。どんどんどんどん農協に配って、

そして農業者に配ればいいと思っている。

なぜ鹿追だけなのだと、これ腹立ちますけ

れどもね。でも、とにかくこの農機具は物

すごい高い、何千万円もする農機具がたく

さんごろごろあるわけですね。だけれど

も、みんなでシェアして、例えば２,０００

万円のトラクターがあれば１０人でやれば

１人２００万円だと。けれども問題は、今

度は取り合いになるのですよね、順番。俺

が先だ、俺が先だ、何で俺が３番目なのか

と、そういう問題になる。そこで農協の専

門家がそこで入って、そしてＩＴを使いな

がら、いろいろな条件をデータに入れて、

そして使用者に提示するわけです。そうし

たら文句言えないですよね。ＡＩというの

はすごいですからね。藤井聡太君もちょっ

と勝てないかもしれないですから。そうい

うのにはちょっと人間さん文句言えないわ

けで、そういうので農業を管理していくと

いうことなのです。そういうことをどんど

ん取り入れて悔しいですよね。鹿追と上士

幌がどんどんどんどんそういう国の施策に

のっとって、先へ先へ未来に進んでいくと

いう、そういうことになっています。 

 何か足寄もそういうどこかと提携して何

かを事業をするという、そういう見通しと

か何かありませんか。あったら教えてくだ

さい。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 今、上士幌とか、

それから鹿追などの例を挙げながらお話を

頂きました。新聞だとかにもよく出てます

し、きっともって議員の皆さん方もそうい

う取組について、随分頑張って先進的なこ

とをやっているなということで見られてい

るのかなというように思っています。 

 やはりひとつ先々を見ているというとこ

ろなのかなというように思っています。だ

からほかのまちよりもやっぱりちょっと一

歩先を見ながら、それは今ではなくて、

もっと前に先々を見ながらやってこられた

やつが今実ってきているということなのだ

ろうと思います。それが今ちょうど花が咲

いてというところで、皆さん方に見られて

いるというところでありますので、そう

いった意味でいきますと、やはり足寄町も

その前に種まいているわけではないので、

やはりこれから種をまきながら花を咲かせ

ていくまで育てていかなければならないと

いう、少しやっぱりこれも長い期間、上士

幌や鹿追も短期間ですぐにああいうように

なったわけではなくて、長い期間かけなが

ら今こういう状況になってきているという

ことですので、それはやはり促成栽培はそ

んな簡単にはできませんから、やはり時間

をかけながら、先を見ながら、ではどうい

うことが今これから足寄町にとって必要な

のかなと。３年先、５年先、どうしていっ

たらいいのかなというところをやっぱり見

ていかなければならないのかなというよう
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に思っています。 

 足寄町も全く何もしてなかったのかなと

いうとそうではなくて、やはりバイオマス

プラントだとかもやっていますし、それか

らもっと言えばその前には、やはりバイオ

マスプラントも本当に十勝管内で出始めぐ

らいから足寄ではやっているのですね。た

だ、なかなかそれがうまくいかなった。や

はりちょっと時代的には早過ぎたという部

分もあるのかなと思います。手をつけたの

がですね。あまりにも早過ぎて、まだまだ

技術的に整っていないところで手をつけて

しまったものだから、なかなかうまくいか

なったという部分もやっぱりあるのかな

と。それで、途中でやめないでずっとやっ

ていればまた状況はもっと大分変わってい

たかもしれません。だけれども、やっぱり

なかなか、これまただめでもやっぱりやり

続けるということがやっぱり必要なことな

のかなというように思っています。 

 先ほど話ありましたけれども、足寄町の

バイオマスプラントも３年たってやっと順

調に発電ができてくる、このようになった

と。出だしはやはりなかなか調整やら何や

らいろいろありますし、簡単にいかないも

のが少しずつ改善されながら３年たって、

やっと９９.５％ぐらいの発電ができるよう

になってきたということですので、やはり

先々見ながら、今この後何年か後にはこう

いうことがやっぱりやらなければならない

よねというところをやらなければならない

というように思っていますので、そういう

取組をこれからも足寄町としてもしていか

なければならないのかなと思っています。 

 なかなか今どういうことがやられている

のかだとかいった部分、今のところまだあ

りませんけれども、足寄町として、先ほど

も言いましたように、これから足寄町の中

の実態も含めて、足寄町にある再生可能エ

ネルギーの保存量だとか、ある程度もう昔

からそういった部分は調べてはきています

けれども、そういったものをさらにまた精

査をしながら、足寄町で何ができるのかと

いうことをこれから新年度に入ってから、

また検討するようなことになってくるのか

なというように思っています。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） 足寄のバイオマス

プラントに関しては随分効率が上がったと

いうことですが、いっとき、こんなこと

言っていいのか分かりませんけれども、経

営的に相当厳しいのではないかと。これか

ら見通しは大丈夫かと、そういうちょっと

声も聞かれた。大分今の話になると、改善

されているようですが、実際大丈夫なの

か。本当に大丈夫なのか、そこのところの

太鼓判をぜひ押していただきたいのですけ

れども、よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 太鼓判と言われま

したけれども、なかなか私が太鼓判押して

もあんまり役に立つ太鼓判ではないので押

さないことにしますけれども、いずれにし

ても今発電がきちんとできてきて売電がで

きるようになってきた。それから、今消化

液についても、まだまだ今自己消費という

か、それぞれ家畜ふん尿を出していただい

たところで使ってますけれども、消化液の

効果というのは非常に見直されているとい

うか、その効果が明らかになってきている

ということで、これから消化液を使って畑

作だとか、そういったところにもどんどん

使われていくようになっていくだろうとい

うように思っています。 

 十勝総合振興局だとかでも、その消化液

の活用だとかの研修会だとかいろいろなこ

とでやられてますので、これからそういう

ものを活用して酪農家だけではなくて畑作

の人たちにも使われて、それがまた収量が

上がったりだとかというようなことにつな

がっていくことになっていくのかなと思い

ますし、昨年ちょっと何かの研修会で消化

液の値段が上がっているだとかというよう
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なことも聞いていますので、これからそう

いうものの販売だとかもできるようになっ

てきますし、敷料などの販売だとか、そう

いった当初計画をしていたものが３年間で

やっと発電のところはそういう形になって

きている。それから、今後、消化液、それ

から敷料だとかそういったものにも少しず

つそういった収入も入ってくるだろうとい

うように思っていますので、トータルし

て、売電をしながら、そういういろいろな

収入も得てやっていければ、経営的には計

画どおりに順調にこれから行くのではない

かなというように考えているところであり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） やはりこれから足

寄のエネルギーを考えたときに、まずは足

寄のバイオガスプラント頑張ってもらわな

ければいけないということです。 

 それから、こういう本当に厳しい状況で

すから、逆に言えば、十勝が日本を救う

と。十勝の足寄が日本を救うのだと、そう

いう大きな気持ちで国に対応してもらいた

い。「あんたら、十勝は足寄外したら国も

たないよ」と。「食料どうするんだ、エネ

ルギーどうするんだ」ということを、胸を

張ってこれから訴えてください。よろしく

お願いします。 

 それから、次の質問事項に移ります。 

 本当はこれを今日はやりたかったのです

けれども。 

 ネイパル足寄は、自然体験を通じて、青

少年の健全な心と体の育成に大いに貢献し

てきました。教育長は教育行政執行方針の

中で、「ネイパル足寄との連携を図ってい

く」と述べています。足寄町はどのように

ネイパル足寄と関わっていくのか、お伺い

したい。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏男君）  答弁、藤代教育

長。 

○教育委員会教育長（藤代和昭君） 教育

委員会から、髙橋健一議員の２点目、教育

行政執行方針におけるネイパル足寄との連

携についての一般質問にお答えいたしま

す。 

 ネイパル足寄は平成９年に北海道立足寄

少年自然の家として設置され、平成２６年

に北海道道立青少年体験活動施設に名称を

変更されました。開設以来、本町としても

周辺にサッカー場やパークゴルフ場を整備

するなど、利用促進等に協力してきまし

た。 

 ネイパル足寄との具体的な連携について

申し上げます。 

 宿泊研修やスポーツ合宿等の利用者が、

本町の体育施設を使用する場合の使用料の

減免措置や、ネイパル足寄が主催する事業

への相互協力、十勝地域における社会教育

に係るネットワークへのネイパル足寄職員

の参画などを通して連携してきました。 

 ネイパル足寄は様々な世代が集団での宿

泊体験や自然体験ができる十勝管内で唯一

の施設であり、今後とも効果的な連携を

図ってまいりますので、御理解を賜ります

ようお願い申し上げ、髙橋健一議員の一般

質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） 私、パークゴルフ

協会の役員をしていまして、２月の始めに

ネイパル足寄を訪れました。今年の観光協

会理事長杯パークゴルフ、どうなっている

のだと聞きに行ったわけです。すると、職

員さんが来て、「実はそれはなくなりまし

た」と。そして、「長い間お世話になりま

した」と。「指定管理が変わったので、私

首になりました」ということで、挨拶を受

けました。何が起こったのかさっぱり分か

らないので、そのときはぼーっとして家に

帰ったのですが、その後新聞報道で、実は

道教委のはんかくさいのが何か不正をやっ

たのだと。そして、指定管理を全部ひっく

り返したのだと、そういう記事を読みまし
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て驚いたのですよね。それはよかった、そ

れでもよかったなと、これで足寄町も指定

管理が戻るから、昔どおりのネイパル足寄

との付き合いができると少し喜んだのです

が、最終的な新聞、これは３月８日ですけ

れども、残念ながら再落選、ネイパル足寄

困惑と出てしまいました。だめだったので

すよね。だから、最初にとんでもないのが

いまして、これ道教委の課長さんでしょ

う。北海道の教育の中心にいる人ですよ

ね。こういうやからが最終的に自分の仕

事、退職した後、それの受け皿として、天

下り先として自分が操作して恣意的に指定

管理を変えたのだと。そういうことだった

らしいのです。僕は分からないですよ、何

が何だか。私もよく分からないのですけれ

どもね。 

 それでも、よかったはずなのですけれど

も、ネイパル足寄は落選ですよ。いろいろ

ネイパルに行っていろいろ話を聞いて、私

もよく分からなかったのですけれども、北

海道には６つネイパルがある。そして、今

まで前の杉山所長さんともよくお話をし

て、同じ町内会なものですからね。足寄す

ばらしいのだよと、ナンバーワンの評価受

けているという、そういうことでしたか

ら、まさかこんな感じで落選するとは思い

ませんでした。それでもやっぱり落選に

なってしまったのですよね。６つあるうち

で、この課長が中に入って恣意的にひっく

り返したのが５つです。５つの指定管理が

全部ごろんと変わったのです、急に。みん

なびっくりしてしまいましたね。何があっ

たのだと。やっぱり悪いやつがいた。では

もう一回振り出しに戻って選考委員も変え

て、また選考しました。足寄と厚岸は２連

敗でだめになった。やっぱり前のとおり落

選ということですから、５人の職員さんは

首になったと。そして、食堂に入っている

熊の子さんですね、それもだめですよと。

掃除のおばさんたちも雇い止めと、そうい

うことになってしまいました。 

 何か私腑に落ちないのですよね。これは

確かに北海道のことなのかもしれない。北

海道の、道教委の話かもしれないですけれ

ども、足寄とのずっと長い関わりを考え

て、こういう何かでたらめなことが勝手に

起こられるのかということが非常に不思議

でしようがない。教育長に聞きたいのは、

何かこれ、どういうことが起こったのかよ

く分からないですし、またこの道教委に

ちょっと活入れてやってください、これ、

課長にね。 

 何か、何が起こったのか、町民は分から

ないし、一体どうしたの、ネイパル終わっ

てしまうのという話になってしまった。何

かもしも、もちろんあれですよね、道教委

のほうから教育長にきっと話が来ていると

思うのですけれども、それについてちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 今の北海道の教育

委員会の関係もありましたので、足寄町の

考え、教育長が分かる範囲内で御答弁を頂

きます。北海道の関係もある程度含めて。 

 答弁、教育長。 

○教育委員会教育長（藤代和昭君） 私の

分かる範囲内で御答弁させていただきま

す。 

 まず冒頭、北海道教育委員会が主体的に

選定する管理運営業者ですよね。したがっ

て、足寄町そこには全く関知していないの

で、そういう連絡等々については一切ござ

いません。私も新聞等で分かりました。正

式には、ついせんだって観光協会の理事長

ですか、理事長とネイパルの所長さんが教

育委員会に来て、大変お世話になりました

と、そういうことです。 

 当初、平成９年ですか、できたときの経

緯、経過を察すると、当然すとんと腑に落

ちないものは私自身もあります。いずれに

しろ、北海道教育委員会がそういうふうに

自主的、主体的に業者を選定するにして

も、もう少しアカウンタビリティーという

のですか、説明責任が地元にも、それから
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現運営している、管理運営の主体者にも

あってしかるべきではないかなと、私は個

人的にはそう思っています。そして、あく

までも公正・公平・客観的な入札選定です

から、それについて決定したことについて

は、お互いに理解と納得するしかないのか

なと、そんなふうに思っていのす。 

 いずれにしましても、いろいろお力添え

していただいた地元の人たちの雇用の場が

なくなる、そういう点では、非常に私も憂

慮すべき事態になっているなと、そんなふ

うに考えています。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） 正直なところ、あ

りがとうございます。 

 私も、ふざけてるなと思ったのは、これ

だけネイパルというのは足寄と連携して、

この前、今の所長さんとお話ししたとき

に、ネイパルというのは本当に教育委員会

にお世話になりましたと。格安でサッカー

場も貸していただきましたし、サッカー場

といえば、すごいですよね、全国区ですか

ら、青森山田さんが来て、サッカーやって

いたとすごいですね。それほど全国ですば

らしい実績を上げている。それから、総合

体育館も格安で使わせていただきました

し、それから何といっても、ネイパル側か

ら言わせてもらっても、足寄の青少年のた

めに一生懸命やってきたと。それは教育委

員会も認めてもらうし、非常にいいパート

ナーシップで今まで青少年の育成のために

努力してきたのが、びっくりしたのは、ま

さか教育長のところに挨拶がない、こんな

ばかな、こんな話があるかと、まず驚きま

した。何の説明もない。こんなばかなこと

あるのでしょうかね。 

 今までお世話になりましたし、やはり町

長のやっぱりみんながすばらしい、楽しく

明るく、そういう排除するようなことなく

て、みんなが楽しく暮らしましょう、足寄

町はそういう暮らしやすいまちにしましょ

うという、そういうことの理念になってい

ますけれども、これではそれに反するので

はないかと。本当にいい人たちばかりで、

すごく世話になりましたし、私も雌阿寒太

鼓保存会に入ってますけれども、あそこで

演奏させてもらって、子供たちがたくさん

あそこで入会していただいたというのがあ

りますし、町内会で餅つきも利用させてい

ただきました。そして、前に台風のときも

あそこで、住めなくなった人たちをネイパ

ルで保護してもらったというのがあります

し、何ともすばらしい、もうすばらしいで

すね。 

 あそこの職員さんも本当にすばらしい人

たちばかりで、本当に安い給料で、何か賞

与は一月分くらいしかもらってないと言い

ましたけれども、本当に一生懸命やってい

ました。一人は本当に、去年ですかね、足

寄町で「こんなところに一軒家」で紹介さ

れた女の方、そこの職員さんが首になって

しまったのですね、今回ね。すばらしい人

で、英語べらべらですばらしい人ですね。

だけれども、しようがないなと。せっかく

夢を持って足寄町に来ていただいて、は

い、首ですよと。動物好きだからまた山に

入って、動物と一緒に暮らすということで

すけれどもね。そんなことがまかり通るの

かなと。道教委でしょう、北海道教育委員

会ですよね。そこの課長が悪いことして、

何の説明もない。 

 新聞、出ていたのびっくりしましたよ。

何か、終わってから、終わってしまってか

らですよ、これ。今度は、「足寄を含む５

施設を訪ね、丁寧に説明したい。場合に

よっては道職員を配置するなど、あらゆる

事態に反応していきたい」と、何か局長さ

ん話していますけれども、こんなもの要ら

ないですよ。何のために、終わってしまっ

てから来るのだと、腹が立ちますよね。そ

ういうすばらしいものに対して、どうして

こんなむちゃくちゃなことができるのかな

と。教育長、今度はあれですよ、施設とか

貸さなければいいのですから。高く取ると



― 36 ― 

かね。 

 それからお尋ねしますけれども、町長。

町長に何か説明がありましたか、道教委の

ほうから。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 私どものほうにも

一切説明ですとか、お話ですとかはござい

ません。 

 先ほど教育長のほうからもお話ありまし

たけれども、教育長の答弁と同じような形

で、私どもはネイパルというか、観光協会

のほうから、こういう今状況になってます

よということをお聞きしたのが最初であり

まして、当然、道の施設ですから道教委と

観光協会での間ということですので、足寄

町はそこには全然全くタッチしてないとこ

ろなので、連絡もないのかなというように

思いますけれども、こういう状況になっ

て、また新聞だとかで出て少しずつ中身が

分かるというような状況でありまして、聞

いているのは本当に観光協会から聞いてい

る部分だけで、道教委から何らかの説明が

あったとか、そういったことは一切ござい

ません。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） 町長、お尋ねしま

すけれども、ネイパル足寄の敷地は足寄町

のものではないですか。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） ネイパルが建って

いる建物のところは道の土地になっており

ます。ただ、町で整備している、当然です

けれども、サッカー場ですとか、それから

パークゴルフ場ですとか、そういったとこ

ろについては町のものということになって

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） バーベキューする

ところ、ああいうところはどうなってます

か。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） きちんと確認しな

ければならない部分もちょっとありますけ

れども、当然あそこのところは道で整備し

ている、バーベキューだとか、そういうと

ころについては道で整備しておりますの

で、あそこのところは道のものと、道の所

有地でないかなというように思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） やはりサッカー場

にしても、それからネイパル足寄、もうや

らない、何もしないのかな、事業は、分か

りませんけれどもね。どんな事業をするか

分かりませんけれども、足寄町に何の説明

もないというのは非常にふざけた話ですよ

ね。完全に足寄町なめられていると、私は

思いますけれどもね。 

 これからどうするのか、私も何かこのま

までは腹の虫が治まらない。どうして、何

で落ちたかですよね、足寄の観光協会が。

これだけ多くの実績を上げて、すばらしい

という評価を受けて、６つの施設の中でも

ナンバーワンの評価、圧倒的な評価を受け

て、それが分からないのですよね。だから

よっぽど、帯広の業者さんですよね、よっ

ぽど足寄よりもすばらしい事業計画とか出

されてきたのでしょうけれども、私から見

ると、あんな安い給料で一生懸命やってい

るのを見ていて、あれよりもいいような、

そういう仕事ができるのかどうかすごく疑

問なのですよ、私はね。どこか手抜いてく

るのではないかと。また使用料上げると

か、何かとんでもないことやってきそう

な、そういう悪い予感がするわけです。 

 そして、これに関しては向こうも１年１

年様子を見ながら、きちんと報告どおりに

いかない場合には２年で見直しだと、指定

管理を変えますよと、そういう規約もある

みたいなのですけれどもね。やはり足寄と

してはもっと強く、足寄のためにならない
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のであれば、いい加減にしてくれと、追い

出すよと、それぐらいの対応をしていただ

きたいのですよね。これからの対応をどう

するのかということですね。教育長もこれ

からどうやって対応していくのか。私なら

何となく嫌ですね。何の説明も受けない形

で、このままの形で継続するというのはい

かがなものかと思いますけれども。よろし

くお願いします。 

○議長（吉田敏男君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（藤代和昭君） お答

えいたします。 

 先ほど来、ちょっとお答えしたのですけ

れども、心情的には髙橋議員さんと私も全

く同じなのですけれども、ただ青少年を対

象にした教育施設ですから、青少年を主に

小中学生などをど真ん中に置いたときに、

青少年の教育の推進をするという点では教

育委員会としての使命でもあるので、やは

りそこのところはそういう今までの経緯、

経過、心情等とは峻別をして、そしてやっ

ぱり目的は同じですから、やっぱり教育委

員会の役割だとか、足寄町教育委員会ので

すね、主体性、さらには事業の内容だとか

方法なども含めて、そういうのを踏まえ

て、そしてでき得る限りというのですか

ね、やっぱり今まで同様の協力・連携は

図っていかなったら結果的には足寄町の子

供たち、あるいは足寄町の青少年教育の衰

退につながっていくのかなと、そんなふう

に思っています。 

 いずれにしましても、新しい管理運営の

主体者、帯広のオカモトさんに決まったそ

うですけれども、事業の、共催事業もあり

ますし、後援事業もありますから、協議、

話合いは続けていかなければならないなと

は思っています。 

○議長（吉田敏男君） ちょっと待ってく

ださい。 

 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 私も心情的には本

当にそのとおり、非常におもしろくない思

いであります。 

 ５人でありますけれども、それまでずっ

と仕事をされていた方たちは職を失うとい

うことでありますし、また、足寄町でいろ

いろな、どの程度のものがそこで消費され

たか分かりませんけれども、足寄町のもの

が消費されてきたりだとか、そういったこ

とがあったはずなのですけれども、そう

いったことが全く今後どうなっていくのか

と全く分かりませんけれども、そういった

ことで考えていくと、所在地の地元のまち

としては、今まで観光協会がやっていたも

のを何だかよく分からないうちに何か違う

業者さんに変わってしまったよというのは

非常にどうなのかなというように思います

し、その理由というのも本当にどういうこ

とで変わってきたのかというのも、もう

ちょっときちんと説明をしてほしいものだ

なというように思っております。 

 やはり、当然足寄町でそんなこと言わな

くてもいいよという話にはなるのかもしれ

ませんけれども、やはり地元のまちとして

はやはり簡単にそうですかと、なかなか納

得のいかない部分がいっぱいあるのかなと

いうように思っています。 

 ただ、そうはいっても、あそこは業者さ

んが変わったといった部分で誰が悪いのか

という話にもなるのかもしれないのですけ

れども、要するに、こういうことになった

経過というのはやっぱりちょっとあって、

そこの部分ではやはり道教委の対応の仕方

がまずかったという部分というのはやっぱ

りいっぱいあるのかなというように思って

います。 

 ただ、新しくなった業者さんは普通に入

札に参加をしてなった業者さん、手を挙げ

て、観光協会さんも手を挙げて、一緒に、

その中で選定をされたということなので、

新しい業者さんに罪があるだとか、そうい

うことではないのかなというように思って

います。 

 ネイパルも道の施設でありまして、たま
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たま道の施設の指定管理者さんが今度観光

協会からオカモトさんに変わるというよう

なことでありますので、今までもネイパ

ル、北海道の施設と、そこがやる事業など

に足寄町としても協力をしてきたというの

がありますので、そこは指定管理の業者さ

んが変わったにしても、その協力というの

はやっぱり今までどおりしていかなければ

ならないのかなと。いろいろとおもしろく

ない部分も、思いも確かにありますけれど

も、新しく決まった業者さんに罪があるわ

けではないので、そういった部分ではやっ

ぱり今後の協力というのは、協力要らない

と言われるかもしれませんけれども、もし

かしたらね。お互いに話をしながら協力で

きるものについては協力していかなければ

ならないのかなと考えているところであり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） ネイパルの運営に

は足寄町や教育委員会の協力は絶対欠かせ

ないものだと思います。 

 何かあったら、がっつり言ってやってく

ださい。何か気が重いですけれども。 

 最後に、昨日、私のところに観光協会か

らお手紙頂きました。これ私個人ではなく

て、雌阿寒太鼓保存会の代表として私が受

け取った手紙なので、この手紙を紹介して

私の一般質問に代えたいと思います。 

 「御挨拶。平成９年６月に開始を、平成

１９年４月からは北海道より指定管理者と

して業務受託を頂き、５期１５年間、この

間十勝平野を眺望する豊かな自然環境の中

で、青少年の健全育成のために運営を続け

てこられましたのも、ひとえに皆々様の多

年にわたる御交誼のたまものと重ねて御礼

申し上げます」という御挨拶を頂きまし

た。 

 最後に、ネイパル足寄の御冥福をお祈り

して、私の一般質問を終わりたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

○議長（吉田敏男君） これにて、７番髙

橋健一君の一般質問を終えます。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（吉田敏男君） 以上で、本日の日

程は全部終了をいたしました。 

 本日は、これで散会をいたします。 

 次回の会議は、３月１６日午前１０時よ

り開会をいたします。 

 大変御苦労さまでございました。 

午後 ２時１９分 散会 
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